
前
漢
武
帝
の
巡
幸

一
祭
祀
と
皇
帝
権
力
の
視
点
か
ら

目

黒

杏

子

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
前
漢
武
帝
の
巡
幸
の
購
書
に
つ
い
て
祭
祀
を
視
角
と
し
て
分
析
し
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
皇
帝
権
力
を
考
察
し
た
。
武
帝
の
巡
幸

地
域
は
「
東
」
（
東
方
地
域
）
と
「
西
扁
（
関
中
及
び
隣
接
す
る
西
北
辺
郡
）
と
に
大
別
さ
れ
、
祭
儀
の
挙
行
が
そ
れ
ぞ
れ
の
中
核
と
な
っ
て
い
た
。
「
東
」

の
巡
幸
は
、
「
物
」
を
集
め
神
々
と
交
感
す
る
武
帝
の
「
功
徳
」
を
集
約
的
に
顕
示
す
る
泰
山
封
禅
を
中
核
と
し
て
、
漢
王
朝
に
よ
る
東
方
地
域
の
支
配

な
い
し
掌
握
を
顕
示
す
る
構
造
を
も
つ
。
「
西
」
の
巡
幸
は
、
三
箇
所
に
点
在
す
る
郊
紀
の
衣
魚
に
お
い
て
天
下
の
太
平
を
祈
願
す
る
と
と
も
に
軍
事
的

要
地
を
巡
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
旬
奴
と
対
峙
す
る
軍
事
的
情
勢
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
武
帝
は
長
安
の
他
に
、
封
禅
の
舞
台
で
あ
る
泰
山
と
郊
祀

の
三
祀
場
の
中
で
も
申
心
的
な
雲
陽
甘
泉
宮
と
を
新
た
な
拠
点
と
し
、
そ
れ
ら
を
巡
る
こ
と
で
、
「
功
徳
」
を
も
っ
て
天
下
を
一
元
的
に
支
配
し
黒
奴
を

も
圧
す
る
「
皇
帝
」
像
を
発
信
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
四
巻
四
号
　
二
〇
一
一
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

前漢武帝の巡幸（目黒）

『
史
記
』
巻
二
八
封
禅
書
の
武
豊
期
の
記
述
の
冒
頭
に
、
「
今
ま
天
子
初
め
て
即
位
し
、
尤
も
鬼
神
の
祀
を
敬
う
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、

こ

れ
ま
で
の
皇
帝
と
は
異
な
る
武
帝
の
祭
祀
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
、
こ
の
後
に
叙
述
さ
れ
る
武
帝
の
多
彩
な
祭
祀
活
動
を
予
告
す
る

文
言
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
武
帝
は
長
安
近
傍
に
も
い
く
つ
か
の
祭
祀
施
設
を
設
置
し
た
が
、
聖
帝
期
を
代
表
す
る
よ
う
な
祭
祀
は
む
し
ろ
、
武
帝
の
「
移
動
」
を
必
要
　
3
7



と
す
る
遠
方
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、
泰
山
を
舞
台
と
し
て
計
六
回
行
わ
れ
た
封
禅
は
そ
の
筆
頭
だ
が
、

泰
山
と
長
安
と
の
往
還
途
上
で
行
わ
れ
た
山
川
諸
神
及
び
上
古
の
帝
王
に
対
す
る
数
々
の
祭
祀
も
ま
た
、
前
漢
で
は
武
帝
に
特
有
で
あ
る
。
ま

た
、
秦
の
伝
統
に
連
な
る
雍
の
五
時
、
元
鼎
四
年
に
創
設
さ
れ
た
河
東
沿
陰
の
揚
土
祠
、
そ
の
翌
年
に
創
設
さ
れ
た
減
張
甘
泉
宮
の
髭
男
の
三

箇
所
は
、
前
漢
の
郊
祀
体
制
を
形
成
す
る
重
要
な
盲
嚢
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
祭
詑
を
行
う
た
め
に
「
移
動
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
史
料
上
で

は
こ
の
「
移
動
」
を
示
す
語
と
し
て
「
巡
」
や
「
幸
」
、
「
行
幸
」
が
用
い
ら
れ
、
あ
る
い
は
上
古
の
制
度
に
な
ぞ
ら
え
て
「
巡
狩
（
守
）
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

も
呼
ば
れ
る
。
本
稿
で
は
お
お
む
ね
「
巡
幸
」
を
用
い
る
が
、
「
行
幸
」
も
便
宜
的
に
用
い
る
。

　
武
鑑
の
盛
ん
な
祭
祀
活
動
は
巡
幸
と
と
も
に
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
祭
祀
が
重
要
な
行
事
と
し
て
武
帝
の
巡
幸
事
業
中
に
織
り
込
ま
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
巡
幸
途
上
の
祭
祀
の
も
つ
意
義
の
考
察
が
、
武
帝
期
巡
幸
事
業
の
全
体
像
と
歴
史
的
意
義
の
追
究
に
欠
か
せ
な

い
こ
と
を
も
示
す
と
い
え
る
。

　
問
題
を
簡
略
化
す
れ
ば
、
武
帝
は
と
く
に
そ
の
治
世
の
後
半
に
お
い
て
ほ
ぼ
連
年
、
膨
大
な
距
離
を
巡
幸
し
祭
祀
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
何

を
目
指
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
い
と
な
る
。
そ
の
答
え
は
、
巡
幸
し
た
地
域
や
途
上
で
行
わ
れ
た
祭
祀
と
い
っ
た
、
巡
幸
事
業
を
構
成
す

る
個
々
の
要
素
の
分
析
に
基
づ
き
、
巡
幸
の
全
体
的
な
構
造
や
そ
の
背
景
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
右
の
問
題
意
識
に
沿
っ
て
秦
漢
期
皇
帝
巡
幸
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
、
論
点
を
具
体
化
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

　
①
大
櫛
敦
設
立
は
、
後
漢
で
は
「
幸
」
と
「
行
幸
」
の
語
は
い
ず
れ
も
後
に
目
的
　
　
時
代
の
行
幸
」
（
高
知
大
学
入
文
学
部
人
間
文
化
学
科
魍
人
文
科
学
研
究
㎞
七
号
、

　
　
地
を
と
も
な
っ
て
記
さ
れ
、
～
方
「
巡
（
狩
）
」
は
門
幸
」
と
「
行
幸
」
に
よ
っ
　
　
　
　
　
二
〇
〇
〇
年
）
、
及
び
「
前
漢
武
帝
の
行
幸
一
そ
の
基
礎
的
考
察
一
」
（
『
日

　
　
て
示
さ
れ
る
個
々
の
行
程
を
ま
と
め
た
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
前
　
　
　
　
　
本
秦
漢
史
学
会
会
報
㎞
五
号
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

　
　
漢
武
帝
の
事
例
に
は
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
は
み
ら
れ
な
い
、
と
す
る
。
「
後
漢
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第
【
章
　
武
帝
期
巡
幸
の
構
造
解
明
に
向
け
て

第
一
節
　
秦
漢
期
皇
帝
巡
幸
研
究
の
成
果

前漢武帝の巡幸（目黒）

　
秦
漢
期
皇
帝
巡
幸
研
究
は
秦
の
始
皇
帝
の
郡
県
巡
幸
を
主
題
と
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
中
で
、
大
櫛
敦
弘
氏
に
よ
る
後
漢
代
な
ら
び
に
前

漢
武
帝
の
巡
幸
の
検
証
は
数
少
な
い
取
り
組
み
で
あ
り
、
ま
ず
そ
の
成
果
を
出
発
点
と
し
た
い
。

　
大
櫛
氏
は
、
後
漢
に
お
い
て
皇
帝
巡
幸
が
持
続
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
着
目
し
、
方
角
ご
と
に
目
的
地
や
行
事
を
分
析
し
、
そ
の
政
治
的
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

義
と
と
も
に
、
後
世
よ
り
「
頗
る
古
礼
有
り
」
（
『
宋
書
』
巻
十
五
礼
志
二
）
と
評
価
さ
れ
る
後
漢
心
巡
幸
の
儒
教
的
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ

れ
は
、
後
漢
の
皇
帝
権
力
が
儒
家
的
理
念
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
巡
幸
事
業
の
視
角
か
ら
改
め
て
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
大
櫛
氏
は
前
漢
武
甲
の
巡
幸
に
つ
い
て
、
氏
が
従
来
取
り
組
ん
で
き
た
前
漢
期
「
畿
輔
」
制
度
形
成
に
関
す
る
研
究
の
成
果
を
加
味
し
、

元
畜
三
年
の
い
わ
ゆ
る
「
広
関
」
に
よ
っ
て
東
方
諸
地
域
に
対
す
る
関
所
の
防
衛
ラ
イ
ン
が
溜
水
盆
地
の
際
か
ら
東
方
に
移
動
し
、
東
方
平
野

部
へ
の
ル
ー
ト
を
漢
王
朝
が
確
実
に
掌
握
し
た
こ
と
を
、
玉
湯
の
大
規
模
巡
幸
の
重
要
な
契
機
と
し
て
強
調
す
る
と
と
も
に
、
巡
幸
地
域
や
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
る
行
事
と
目
的
を
分
析
し
、
後
漢
と
相
違
す
る
諸
点
を
論
じ
た
。

　
本
稿
で
は
以
上
の
大
櫛
氏
の
研
究
よ
り
次
の
二
点
を
継
承
し
た
い
。
第
一
点
は
、
武
帝
の
巡
幸
と
「
広
量
」
政
策
と
の
連
動
性
で
あ
る
。

「
広
言
」
は
、
秦
及
び
漢
が
本
拠
と
し
た
「
西
」
と
、
旧
六
国
及
び
東
方
諸
侯
王
国
の
領
域
で
あ
っ
た
「
東
」
と
に
天
下
を
分
割
す
る
線
を
更

新
し
、
新
た
な
「
西
」
と
「
東
」
の
領
域
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
契
機
と
し
て
展
開
さ
れ
る
巡
幸
は
、
こ
の
新
し
い
「
西
」
と

「
東
」
の
領
域
設
定
を
意
識
し
て
構
想
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
第
一
一
点
は
、
武
帝
の
巡
幸
と
後
漢
の
そ
れ
に
は
明
確
な
差
違
が
認
め
ら
れ
る
点
だ
が
、
こ
こ
か
ら
逆
に
、
儒
家
的
理
念
の
み
で
は
捉
え
き
れ

な
い
有
り
様
そ
れ
自
体
に
、
武
帝
の
巡
幸
の
独
自
性
が
存
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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武
帝
の
巡
幸
に
は
儒
家
的
理
念
で
は
許
容
さ
れ
な
い
要
素
が
あ
る
。
例
え
ば
封
禅
を
含
め
、
途
上
の
祭
祀
や
行
事
に
方
士
や
方
術
が
介
在
し

た
り
、
神
仙
と
の
濫
遁
が
希
求
さ
れ
た
り
し
た
場
合
が
そ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
よ
う
な
要
素
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
は
大
櫛
氏
が
あ
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
『
宋
書
蜘
裏
芸
を
例
と
す
る
よ
う
に
、
巡
幸
の
全
て
が
「
非
儒
家
的
」
と
い
う
評
価
で
一
括
さ
れ
て
き
た
。
武
事
が
不
老
登
仙
を
希
求
し
た

こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
を
重
視
す
る
あ
ま
り
に
、
巡
幸
と
い
う
大
事
業
の
政
治
的
意
義
を
等
閑
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
「
非
儒

家
的
」
と
い
う
評
価
の
中
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
様
々
な
要
素
を
取
り
出
し
て
検
証
し
、
巡
幸
を
通
じ
て
武
帝
が
ど
の
よ
う
に
天
下
を
統
治
し

よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
歴
史
的
文
脈
に
即
し
て
復
元
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
秦
漢
期
に
お
け
る
皇
帝
支
配
体
制
と
皇
帝
権
力
の
形
成
を
考
え

て
い
く
た
め
に
有
益
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
年
の
始
皇
帝
巡
幸
研
究
に
お
い
て
、
埋
も
れ
た
要
素
の
見
直
し
や
新
た
な
視
角
の
提
示
が
な
さ
れ

て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
中
で
と
く
に
本
稿
の
問
題
意
識
に
関
わ
る
も
の
を
次
に
あ
げ
て
い
き
た
い
。

　
稲
葉
一
郎
氏
は
、
始
皇
帝
に
よ
る
郡
県
巡
幸
が
天
下
の
統
一
と
支
配
と
を
顕
示
す
る
政
治
的
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
を
確

認
し
つ
つ
、
地
方
名
山
の
祭
祀
も
ま
た
、
当
該
地
域
の
支
配
権
掌
握
を
示
す
と
と
も
に
、
地
方
の
習
俗
、
信
仰
を
介
し
た
支
配
を
形
成
す
る
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

義
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
武
帝
の
巡
幸
に
も
適
用
さ
れ
得
る
、
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
追
究
さ
れ
な
か
っ
た
、
巡
幸
途
上
の

祭
祀
と
い
う
行
事
の
政
治
的
意
義
を
指
摘
し
た
点
で
画
期
的
で
あ
る
。
同
時
に
、
秦
漢
期
に
お
け
る
皇
帝
支
配
体
制
の
形
成
の
中
で
、
皇
帝
の

祭
祀
を
支
配
の
一
環
と
し
て
政
治
的
に
捉
え
直
す
契
機
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
る
。

　
ま
た
桐
本
東
太
氏
は
、
始
皇
帝
が
巡
幸
途
上
で
行
っ
た
行
事
の
原
像
を
先
輩
期
の
習
俗
的
祭
儀
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
皇
帝
の
行
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
文
字
化
さ
れ
る
中
で
負
の
方
向
に
ね
じ
ま
げ
ら
れ
て
い
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
始
皇
帝
の
行
っ
た
儀
礼
や
祭
祀
の
本

質
は
、
後
世
の
評
価
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
期
の
と
く
に
支
配
者
に
関
わ
る
習
俗
や
観
念
と
い
っ
た
歴
史
的
文
脈
か
ら
問
い
直
す
必

要
の
あ
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
た
。

　
松
井
嘉
徳
氏
は
、
周
王
が
か
つ
て
そ
の
支
配
領
域
全
体
（
「
四
方
」
、
後
の
「
天
下
」
）
を
範
囲
と
し
て
行
っ
て
い
た
「
遙
省
」
に
、
始
皇
帝
巡

幸
の
淵
源
を
求
め
た
。
「
遇
省
」
と
は
軍
事
的
活
動
を
含
む
査
察
行
為
で
あ
り
、
そ
の
実
施
を
通
じ
て
聖
王
は
各
地
に
点
在
す
る
拠
点
（
「
廟
」
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⑥

や
「
宮
」
）
を
経
巡
り
様
々
な
儀
礼
を
執
り
行
っ
た
、
と
い
う
。
こ
れ
は
、
始
皇
帝
の
巡
幸
を
周
以
来
の
王
権
の
伝
統
的
行
為
と
し
て
歴
史
的
に

位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
巡
幸
に
は
本
来
的
に
、
祭
祀
を
含
む
儀
礼
の
挙
行
と
軍
事
的
活
動
と
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
見
解
で
あ
り
、

秦
漢
期
皇
帝
巡
幸
を
分
析
す
る
上
で
有
効
な
指
標
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
視
角
と
成
果
を
手
が
か
り
に
、
次
に
武
帝
の
巡
幸
を
構
成
す
る
諸
要
素
を
概
観
し
、
い
ま
だ
充
分
に
は
明
ら
か
で
な
い
そ
の
独
自
性

に
関
す
る
見
通
し
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

前漢武帝の巡幸（目黒）

第
二
節
　
武
帝
期
巡
宰
の
独
自
性
の
所
在

　
ま
ず
、
先
述
し
た
武
帝
期
に
お
け
る
「
西
」
と
「
東
」
の
領
域
設
定
の
更
新
を
、
大
櫛
氏
の
指
摘
に
即
し
て
具
体
的
に
み
て
お
き
た
い
。
元

鼎
三
年
に
代
番
が
清
河
王
に
国
替
え
と
な
り
、
常
山
関
が
新
た
な
境
界
と
さ
れ
、
ま
た
同
年
に
鎌
谷
関
が
新
安
に
移
転
し
た
事
実
に
、
成
帝
期

に
お
け
る
関
所
の
配
置
を
加
味
す
る
と
、
武
帝
が
始
め
て
内
篇
地
域
よ
り
出
て
巡
幸
を
開
始
し
た
元
鼎
四
年
以
降
の
関
中
と
東
方
地
域
と
の
境

界
は
、
新
安
の
函
谷
新
関
よ
り
北
に
天
井
関
、
言
口
関
、
常
山
関
、
五
南
関
へ
と
連
な
る
直
線
上
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
函
谷
新
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

よ
り
南
は
、
従
来
ど
お
り
武
関
が
境
界
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
こ
の
新
た
な
境
界
と
、
武
豊
の
巡
幸
地
を
書
き
入
れ
た
の
が
図
1
で
あ
る
。
そ
し
て
表
1
に
お
い
て
、
大
櫛
氏
が
作
成
し
た
表
を
基
礎
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
つ
、
薪
し
い
境
界
に
即
し
て
大
き
く
「
東
」
と
「
西
」
を
分
か
ち
、
そ
の
下
に
さ
ら
に
地
域
区
分
を
設
け
、
巡
幸
地
を
分
類
し
た
。

　
武
帝
の
巡
幸
は
、
長
安
か
ら
比
較
的
近
い
雍
や
雲
鳥
甘
泉
宮
に
赴
く
こ
と
が
多
い
一
方
、
複
数
の
方
角
を
周
回
し
て
膨
大
な
距
離
を
移
動
す

る
な
ど
、
距
離
や
方
角
と
い
っ
た
基
準
で
分
類
、
整
理
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
し
か
し
、
長
安
を
申
心
と
す
る
こ
と
を
い
っ
た
ん
や
め
、
「
東
」

「
西
」
を
分
か
つ
新
し
い
境
界
線
を
基
準
と
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
傾
向
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　
「
西
」
の
領
域
の
巡
幸
は
、
雍
や
甘
泉
、
河
東
郡
の
沿
陰
、
す
な
わ
ち
郊
祀
の
地
が
目
的
地
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
扮
陰
は
長
安
か
ら
み
れ

ば
東
の
方
角
に
あ
る
が
、
「
広
池
」
に
よ
っ
て
新
関
中
、
つ
ま
り
「
西
」
の
領
域
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
西
北
辺
郡
へ
の
巡
幸
は
、
雍
あ
る
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元封6年冬 回中

元封6年3月 ①一山②

?陰（后
y）

前104 （元封7年）

P0月

③甘泉 ⑦泰山
i太一）

A勃海
i蓬莱）

太初元年8月 安定

前103 太初2年3月 ①介山②

?陰（后
y）

前102 太初3年正月 ①海②回
P（明年）

B東泰山

C泰山
i封禅）

前101 太初4年冬 園中

前100 天漢元年正月
甘
泉
（
太
一
）

天漢元年3月 河東（后
y）

前99 天漢2年春 ②回中 ①東海

前98 天漢3年3月 ①泰山
i封禅）

②常山
i恒山）

前97 天漢4年正月 甘泉

前95 太始2年正月 難中

前94 太始3年iE月 甘泉

太始3年2月 ①東海②

ｬ山③之
ﾑ山④海

前93 太始4年3月 ①泰山
i封禅）

A不眠

太始4年12月 ②安定北

n
①雍伍
栫j

前91 征和2年夏 甘泉

前90 征和3年正月 ②安定北

n
①雍

前89 征和4年正月 ⑤甘泉 ③東灘②

C③鍾定

C泰山
i封禅）

前88 後元元年正月 ②安定 ①甘泉
i太一）

前87 後元2年正月 甘泉

後元2年2月 五二宮

※巡幸地名の頭に付す番号は巡幸における順序を表わす。また地名の後ろの括弧内には祭肥が行われ

た場合の対象、あるいは祭祀の名称を記入した。
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前漢武帝の巡幸（目黒）

表1：武帝の巡幸

行 き 先

西暦 出発年月
西 （隔西～関中～三河） 東（三河～泰山～東莱／海）

四囲以西 関中以北 関　中 三　河 南陽以南
泰山周辺～以東 泰山

ﾈ北
前133 元光2年10月 雍（五時）

前129 三光6年6月 雍

前125 元朔4年冬 甘泉

前122 元狩元年10月 雍（五時）

前121 元狩2年10月 雍

前II8 豊科4年 ’甘泉

前113 元鼎4年10月 ①雍（五 ②夏陽③
時） 沿陰（后

土）④榮

陽⑤洛陽

元鼎4年6月 甘泉

前112 元鼎5年10月 ②聞晒③ ①雍（五

空同山④ 時）⑤甘

祖一河 泉（太一）

前111 元鼎6年冬 ①左琶②

汲③縦氏

前110 元封元年10月 ②上郡③ ①雲陽⑨
西河④五 甘泉（太

原⑤単子 一〉

台⑥朔方

⑦北川⑧
橋山（黄
帝）

元封元年正月 ⑨九原 ①華陰 ②繧氏 ③泰山④ ⑦石昌石

（3月） （華山） （太　室 海（八神） ⑧遼西
⑩甘泉 山〉 ⑤泰山

（封禅）

⑥海

前109 元封2年m月 ①雍伍
時）②甘
泉（太～〉

元封2年春 ①繧氏 ②万里沙

③泰山
（泰山）

④田子
（沈祠）

前107 三五4年10月 ③藩関 ④独鹿・ ①雍伍： ⑥沿陰
鳴沢⑤代 剛②圓 （后土）

中

前1G6 元封5年冬 ⑨甘泉 ①江陵② ⑥瑛邪⑦
（太一） 濡（天柱 海⑧泰山

ω③尋 （封禅）

陽④縦陽

⑤彰叢沢
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　　上谷郡
　　　　璽関遼西郡
　　　ロ　代・山鹿

代郡　　　　碍廊
璽〉常山翫関

　北河

讃郡

子
済

瓠
塵　

　
陽

濫ヵヒ

　　　　　　橋山・　　）
　梛辱　客地郡上郡西河郡
　　安定郡　　　　　　　　　紛承　蒲・£蒲

　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　　　　塀國軸酪講職室山

　　　　　一黛1　一

　天惇山

盧江郡機陽

　。尋陽

　　彰姦沢

南郡＼

＼曝

／
　
》

図1：「東」「西」の境界線と武篇の巡幸地

い
は
甘
泉
を
出
発
点
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
「
西
」
の
巡
幸
は
、
郊
祀
の
地
を
中
心
と
し
て
時
に
西

北
辺
郡
ま
で
到
る
、
と
い
う
構
造
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
「
東
」
の
巡
幸
は
、
泰
山
封
禅
の
挙
行
と
山
東
半

島
沿
岸
部
へ
の
到
達
を
申
心
と
す
る
。
南
方
の
江
涯
地
域
や

東
北
の
燕
方
面
へ
の
巡
幸
は
数
も
少
な
く
、
こ
れ
ら
の
地
域

を
一
度
は
踏
破
し
て
お
く
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
、
長
安
と

泰
山
な
い
し
沿
海
部
と
を
往
還
す
る
経
路
中
に
組
み
込
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
大
櫛
氏
は
新
関
中
内
の
小
規
模
な
行
幸
と
元
鼎
四
年
以
降

の
大
規
模
な
行
幸
と
を
区
別
し
、
武
帝
以
外
の
前
漢
皇
帝
に

は
み
ら
れ
な
い
後
者
が
武
帝
に
特
有
で
あ
る
と
し
て
、
主
た

る
検
討
対
象
と
し
た
。
し
か
し
、
前
者
が
「
前
漢
時
代
に
通

有
の
部
分
」
と
な
っ
た
の
は
、
宣
帝
が
昭
帝
の
時
に
は
絶
え

て
い
た
前
者
を
復
活
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、

武
帝
当
時
の
巡
幸
の
構
想
と
、
宣
帝
の
選
択
の
意
図
と
は
分

け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
新
関
中
内
の
巡
幸
を

検
討
対
象
か
ら
除
外
し
て
し
ま
う
と
、
始
皇
帝
と
武
帝
と
の
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葡漢武帝の巡幸（目黒）

違
い
が
見
え
に
く
く
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
西
」
と
「
東
」
の
巡
幸
の
両
方
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
武
帝
の
最
大
の
独
自

性
が
存
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
始
皇
帝
が
天
下
の
統
一
を
達
成
し
、
得
た
に
郡
県
制
を
通
じ
て
直
接
的
に
旧
六
国
の
領
域
を
統
治
し
た
状
況
と
、
呉
楚
上
国
の
乱
を
経
て
実

質
的
に
漢
王
朝
の
統
制
が
東
方
地
域
に
及
び
、
直
接
的
統
治
体
制
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
武
帝
期
の
状
況
は
よ
く
似
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
旧
六

国
の
主
要
都
市
や
名
山
大
川
を
巡
り
、
「
皇
帝
」
の
姿
を
顕
示
し
て
支
配
の
確
立
を
目
指
す
始
皇
帝
の
巡
幸
の
構
想
が
、
そ
の
ま
ま
武
帝
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

適
用
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
は
ま
た
あ
る
程
度
正
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
武
帝
の
巡
幸
先
や
行
事
を
改
め
て
整
理
し
て
い

く
と
、
現
在
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
始
皇
帝
の
巡
幸
の
構
想
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
武
帝
の
意
図
や
構
想
が
み
え
て
く
る
。

　
ま
ず
「
東
」
の
巡
幸
か
ら
み
て
み
よ
う
。
ほ
ぼ
五
年
周
期
の
封
禅
の
挙
行
は
、
始
皇
帝
と
明
ら
か
に
異
な
る
武
帝
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
こ
か

ら
、
封
禅
の
挙
行
が
武
舞
の
「
東
」
の
巡
幸
の
重
要
な
目
的
で
あ
り
、
巡
幸
を
通
じ
て
武
帝
が
展
開
し
た
政
治
的
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に

お
い
て
、
封
禅
は
中
核
的
意
義
を
撫
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
封
禅
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
た
祭
儀
の
実
態
に
着
目
す
る
こ
と

に
よ
り
、
「
東
」
の
巡
幸
に
お
け
る
封
禅
の
意
義
、
及
び
封
禅
を
中
核
と
し
た
巡
幸
の
構
造
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
封
禅
の
挙

行
を
と
も
な
わ
な
い
「
東
」
の
巡
幸
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
「
西
」
の
巡
幸
に
お
い
て
武
帝
の
特
徴
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
郊
祀
と
西
北
辺
境
地
域
の
重
視
で
あ
る
。
大
櫛
氏
は
、
武
帝

の
巡
幸
に
お
い
て
「
地
方
の
巡
視
」
に
当
た
る
事
例
（
元
鼎
五
年
）
、
及
び
大
軍
を
引
き
連
れ
て
旬
奴
を
威
嚇
し
た
事
例
（
元
封
元
年
冬
）
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

巡
幸
の
政
治
的
軍
事
的
側
面
と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
西
」
の
巡
幸
に
属
す
る
。
ま
た
前
節
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
に
松

井
氏
は
、
儀
礼
の
挙
行
と
軍
事
活
動
も
含
む
査
察
行
為
と
を
包
括
す
る
周
王
の
「
遙
省
」
を
、
始
皇
帝
巡
幸
の
淵
源
と
し
た
。
郊
祀
を
挙
行
し
、

上
郡
、
菅
原
、
朧
西
、
安
定
、
蛮
地
と
い
っ
た
飼
奴
と
対
峙
す
る
西
北
辺
郡
を
巡
る
五
帝
の
「
西
」
の
巡
幸
は
、
ま
さ
に
「
遇
省
」
の
内
容
と

合
致
す
る
。
た
だ
、
「
西
」
の
巡
幸
が
実
際
に
周
王
の
「
這
省
」
を
根
拠
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
を
論
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
、

本
稿
で
は
「
遇
省
」
を
参
考
と
し
て
、
郊
祀
と
軍
事
と
を
中
心
と
し
た
「
西
」
の
巡
幸
の
構
造
を
考
察
す
る
。
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童
子
の
巡
幸
は
、
例
え
ば
泰
山
封
禅
を
挙
行
し
て
雲
陽
甘
泉
宮
に
帰
還
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
巡
幸
地
な
い
し
経
路
が
「
東
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

「
西
」
の
領
域
に
完
全
に
分
割
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
武
帝
の
巡
幸
に
お
い
て
祭
祀
、
と
く
に
封
禅
と
郊
祀
と
が
主
要
な
行
事
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
前
提
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
中
核
と
し
た
巡
幸
事
業
の
構
造
を
想
定
す
る
の
は
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
は
こ
の
想
定
を
論
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
祭
祀
を
視
角
と
し
た
武
帝
期
皇
帝
権
力
の
特
質
を
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
稿
の
枠
組
み
と
目
的
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
第
二
章
で
は
封
禅
の
祭
儀
の
検
討
か
ら
「
菓
」
の
巡
幸
の
構
造
を
考
察
し
、

第
三
章
で
は
「
西
」
の
巡
幸
の
諸
局
面
を
軍
事
関
連
と
郊
記
と
に
分
け
て
論
じ
、
両
者
の
関
係
か
ら
「
西
」
の
巡
幸
の
意
義
を
考
察
す
る
。
そ

し
て
第
四
章
で
は
、
二
つ
の
領
域
に
お
け
る
巡
幸
を
総
轄
し
、
武
帝
に
固
有
の
支
配
体
制
を
描
き
出
し
て
み
た
い
。

　
①
　
は
じ
め
に
注
①
前
掲
大
櫛
氏
論
文
「
後
漢
時
代
の
行
幸
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
（
B
）
研
究
成
果
報
告
書
噛
出
土
文
物
に
よ
る
中
国
古
代
社
会
の
地
域
的
研

　
②
は
じ
め
に
注
①
前
掲
大
櫛
氏
論
文
「
前
漢
武
帝
の
行
幸
！
そ
の
基
礎
的
考
察
　
　
究
』
、
～
九
九
二
年
）
、
及
び
「
関
中
・
三
輔
・
関
西
－
関
所
と
秦
漢
統
一
国

　
　
i
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
」
（
『
海
南
史
学
』
三
五
号
、
一
九
九
七
年
）
。

③
開
国
轡
㎞
巻
十
五
礼
志
二
に
、
「
宵
者
天
子
巡
狩
之
礼
、
右
在
方
策
。
至
秦
漢
巡

　
幸
、
或
以
厭
望
気
之
祥
、
或
以
希
神
仙
之
応
、
煩
擾
之
役
、
駈
落
旧
典
。
唯
後
漢

　
諸
帝
、
頗
有
古
礼
焉
」
と
あ
る
。

④
稲
葉
一
郎
氏
「
秦
始
皇
の
巡
狩
と
刻
石
」
（
『
書
論
』
二
五
号
、
一
九
八
九
年
）
。

⑤
桐
本
東
太
氏
「
不
死
の
探
求
－
始
皇
帝
融
融
の
一
側
面
」
（
『
中
国
古
代
史
研

　
究
』
六
、
研
出
出
版
、
一
九
八
九
年
）
。
後
、
同
氏
㎎
中
国
古
代
の
民
俗
と
文
化
』

　
（
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
に
収
録
。

⑥
　
松
井
嘉
徳
氏
「
経
巡
る
王
」
（
『
古
代
王
権
の
誕
生
－
東
ア
ジ
ア
編
幽
初
期
王
権

　
研
究
委
員
会
編
、
角
辮
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
。
ま
た
、
巡
狩
に
関
す
る
専
著
と

　
し
て
、
何
平
立
氏
『
巡
賜
与
封
禅
一
封
建
政
治
的
文
化
軌
　
隔
（
斉
魯
書
社
、

　
二
〇
〇
三
年
）
が
あ
り
、
股
周
か
ら
明
清
に
到
る
ま
で
の
各
王
朝
に
お
け
る
巡
狩

　
の
様
相
を
、
政
治
制
度
や
文
化
、
宗
教
と
い
っ
た
視
点
か
ら
多
角
的
に
論
述
し
て

　
い
る
。

⑦
「
前
漢
噌
畿
輔
㎞
制
度
の
展
開
」
（
平
成
二
、
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
一
般

⑧
図
中
の
地
名
及
び
位
置
は
、
謬
宗
義
氏
三
編
『
中
国
歴
史
地
図
集
第
二
冊

　
秦
・
西
漢
・
東
漢
病
期
』
（
地
図
出
版
社
、
一
九
入
二
年
）
に
従
っ
た
。
関
所
に

　
つ
い
て
は
、
紙
歴
正
和
氏
「
前
漢
時
代
の
関
と
馬
標
関
」
（
魍
福
岡
大
学
人
文
論

　
叢
㎞
十
巻
二
号
、
一
九
七
入
年
）
も
参
照
し
た
。
ま
た
大
櫛
氏
「
新
朝
の
統
一
支

　
配
－
主
と
し
て
軍
事
的
側
面
か
ら
一
」
（
高
知
大
学
人
文
学
部
人
間
文
化
学

　
科
欄
人
文
科
学
研
究
㎞
十
六
号
、
一
　
○
一
〇
年
）
で
は
、
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律

　
令
」
中
の
「
津
関
令
」
に
よ
っ
て
武
関
以
南
の
関
所
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

　
こ
で
は
割
愛
し
た
。

　
　
な
お
、
「
広
関
」
後
の
拡
大
し
た
関
中
を
示
す
用
語
と
し
て
、
現
在
の
と
こ
ろ

　
「
広
域
関
中
」
「
新
関
中
」
「
大
関
中
」
な
ど
が
使
用
さ
れ
、
東
方
へ
拡
大
し
た
部

　
分
と
内
史
地
域
、
後
背
地
で
あ
る
背
臨
や
巴
蜀
も
含
む
、
と
さ
れ
て
い
る
（
前
掲

　
大
櫛
氏
論
文
、
及
び
肥
後
政
紀
氏
「
前
漢
後
半
期
に
お
け
る
地
域
別
の
人
口
変

　
動
」
［
堀
敏
一
先
生
古
稀
記
念
『
中
国
古
代
の
国
家
と
民
衆
』
汲
古
書
院
、
一
九

　
九
五
年
、
所
収
］
参
照
）
。
本
稿
で
は
お
お
む
ね
「
新
関
中
」
の
語
を
用
い
た
。
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前漢武帝の巡幸（目黒）

⑨
表
1
に
つ
い
て
い
く
つ
か
注
記
し
て
お
く
。
は
じ
め
に
注
①
前
掲
大
櫛
氏
論
文

　
「
前
漢
武
神
の
行
幸
l
l
そ
の
基
礎
的
考
察
1
」
所
載
の
大
櫛
氏
の
表
は
、
基

　
本
的
に
㎎
漢
書
』
四
六
武
帝
紀
の
記
事
に
よ
り
、
噸
漢
轡
㎞
と
そ
れ
以
外
の
史
料

　
に
記
さ
れ
る
関
連
記
事
も
あ
わ
せ
、
行
幸
の
事
例
ご
と
に
年
代
順
に
番
号
を
附
す

　
が
、
そ
の
回
数
の
総
計
は
四
十
三
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
圓
数
は
、
大
櫛
氏
も
述

　
べ
て
い
る
が
、
確
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
短
期
間
の
う
ち
に
複
数
の
方

　
角
へ
の
行
幸
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
、
方
角
ご
と
に
一
つ
の
行
幸
と
す
る
の
か
、

　
一
連
の
巡
幸
と
す
る
の
か
、
判
断
が
分
か
れ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
史
料
間
の
翻

　
縮
も
あ
る
。
太
始
三
年
と
太
始
四
年
の
東
方
巡
幸
は
、
武
帝
紀
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の

　
年
に
行
わ
れ
た
二
回
の
巡
幸
と
し
て
記
さ
れ
る
一
方
、
郊
祀
志
に
は
一
回
の
巡
幸

　
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
大
櫛
氏
の
数
え
る
回
数
、
番
号
と
本
稿
の
表
に
お
け
る

　
そ
れ
が
～
致
し
な
い
の
は
、
こ
う
い
つ
た
個
々
の
事
例
の
判
断
が
異
な
る
た
め
で

　
あ
る
。

　
　
ま
た
元
封
五
年
の
南
回
り
の
巡
幸
の
際
、
「
田
螺
」
に
お
い
て
舜
、
具
体
的
に

　
は
九
塩
山
を
望
題
し
た
記
事
が
『
漢
書
㎞
武
帝
紀
に
み
え
る
が
、
瞥
盛
唐
」
の
位

　
置
比
定
に
問
題
が
あ
り
、
図
1
に
記
載
で
き
な
い
た
め
、
省
い
た
。
注
⑧
所
掲
諺

　
氏
『
中
国
歴
史
地
図
集
㎞
で
は
六
安
国
六
県
付
近
に
「
盛
唐
」
を
配
し
て
お
り
、

　
こ
れ
は
、
『
漢
書
補
注
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
噌
資
治
通
牒
』
胡
三
省
注

　
な
ど
を
参
照
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
武
帝
紀
毒
昭
注
は
「
在
南
郡
偏
と
し
、

　
顔
師
古
も
そ
れ
を
支
持
す
る
。
武
帝
紀
及
び
封
禅
書
、
郊
懇
志
に
記
さ
れ
る
巡
幸

　
経
路
か
ら
み
る
と
、
「
盛
唐
」
は
南
郡
に
あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
合
理
的
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
封
禅
書
及
び
郊
三
島
の
記
す
巡
幸
地
名
と
順
序
に
従
っ
て
お

　
く
。

　
　
な
お
、
関
所
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
境
界
線
に
純
粋
に
従
え
ば
、
河
南
郡
は

　
「
東
」
門
西
」
に
分
断
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
大
櫛
氏
は
、
河
南

　
郡
な
い
し
そ
の
前
身
で
あ
る
秦
の
三
川
郡
が
関
中
の
「
防
波
堤
」
及
び
「
橋
頭

　
墾
」
と
し
て
中
央
の
強
力
な
統
剃
下
に
遣
か
れ
て
い
た
状
況
が
、
武
帝
期
の
「
広

　
関
」
や
四
極
校
尉
部
の
設
置
を
契
機
と
し
て
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い

　
る
（
コ
ニ
川
郡
の
ま
も
り
…
門
藤
代
国
家
の
統
一
支
配
㎞
語
論
1
」
［
高
知
大

　
学
人
文
学
部
人
間
文
化
学
科
『
人
文
科
学
研
究
』
十
五
号
、
二
〇
〇
九
年
］
参

　
照
）
。
本
稿
で
は
、
河
南
郡
が
「
中
央
の
強
力
な
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
」
こ

　
と
を
重
視
し
、
ひ
と
ま
ず
「
西
扁
の
領
域
に
含
め
た
。

⑩
こ
れ
ら
の
地
域
に
足
を
運
ん
で
お
く
と
い
う
構
想
の
背
景
に
は
、
『
史
記
㎞
巻

　
一
五
帝
本
紀
に
記
さ
れ
る
黄
帝
の
四
方
親
征
の
事
績
や
、
封
禅
書
が
記
す
齊
の
橿

　
公
と
管
仲
の
封
禅
問
答
に
表
現
さ
れ
る
、
四
方
の
踏
破
と
征
伐
を
要
件
と
す
る
封

　
禅
観
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
秦
か
ら
秦
漢
期
に
お
け
る
封
禅
観
の
形
成
と
展

　
開
に
つ
い
て
は
、
福
永
光
司
氏
「
封
禅
説
の
形
成
i
封
禅
の
祭
祀
と
神
憾
思
想

　
－
扁
　
（
『
宙
小
方
忌
ホ
教
』
　
山
口
、
　
七
口
写
、
　
　
九
五
〇
年
、
　
魍
道
教
棒
心
相
心
史
研
究
』
　
留
石
波

　
書
店
、
一
九
八
七
年
嗣
所
収
）
参
照
。
ま
た
巡
幸
事
業
に
お
い
て
、
四
方
の
踏
破

　
は
「
五
岳
扁
の
巡
祭
と
し
て
実
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
「
南
岳
」
天
柱
山
の

　
確
定
や
「
北
岳
」
常
山
の
祭
祀
な
ど
は
そ
の
文
脈
で
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
る
が
、

　
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
「
五
岳
」
の
観
念
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
吉
川
忠
夫
氏

　
門
五
聖
と
祭
祀
」
（
『
ゼ
ロ
・
ビ
ッ
ト
の
世
界
㎞
現
代
哲
学
の
冒
険
十
五
、
岩
波
書

　
店
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

⑪
　
時
代
背
景
の
異
な
る
武
門
と
始
皇
帝
の
巡
幸
を
安
易
に
同
一
視
す
べ
き
で
な
い

　
こ
と
は
、
す
で
に
大
櫛
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（
は
じ
め
に
注
①
前
掲
大
櫛
氏
論
文

　
「
前
漢
武
帝
の
行
幸
」
）
。
ま
た
本
稿
は
お
お
む
ね
武
帝
の
治
世
を
皇
帝
に
よ
る
一

　
元
的
支
配
の
確
立
期
と
捉
え
て
い
る
が
、
阿
部
幸
信
氏
に
よ
れ
ば
武
帝
期
の
前
半
、

　
政
権
は
む
し
ろ
危
機
的
状
況
に
あ
り
、
偶
発
的
に
開
始
さ
れ
た
飼
奴
戦
争
の
遂
行

　
を
通
じ
て
「
海
内
一
統
」
が
精
神
的
に
も
支
配
構
造
に
お
い
て
も
形
成
さ
れ
て
い

　
つ
た
と
い
う
（
「
武
帝
期
・
前
漢
末
に
お
け
る
国
家
秩
序
の
再
編
と
対
旬
奴
関
係
」

　
　
［
台
北
・
早
期
中
国
史
研
究
会
編
『
早
期
中
国
史
研
究
』
第
一
巻
、
二
〇
〇
九

　
年
］
）
。
武
帝
期
を
前
漢
王
朝
の
一
元
的
支
配
体
制
の
確
立
期
と
み
な
す
に
は
、
武

　
満
期
の
政
治
や
制
度
の
展
開
を
よ
り
精
査
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
が
痛
感
さ
れ
た
。
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今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

⑫
は
じ
め
に
注
①
前
掲
大
櫛
氏
論
文
「
前
漢
武
帝
の
行
幸
一
そ
の
基
礎
的
考
察

　
i
」
。
な
お
「
地
方
の
巡
視
」
に
当
た
る
事
例
と
は
、
元
鼎
五
年
の
巡
幸
時
の

　
こ
と
と
し
て
『
史
記
㎞
巻
三
〇
平
準
書
に
、
「
上
北
出
蘇
関
、
密
議
万
騎
、
猟
薪

　
秦
中
、
以
嵩
置
兵
而
帰
。
下
竜
中
或
千
里
無
亭
微
、
於
是
諌
北
地
太
守
以
下
」
と

　
あ
る
の
を
指
し
、
ま
た
大
軍
を
引
き
連
れ
た
寮
例
と
は
、
元
封
元
年
冬
の
巡
幸
時

　
の
こ
と
と
し
て
呵
漢
書
㎞
武
帝
紀
に
、
「
行
自
雲
陽
、
北
歴
上
郡
・
顧
河
・
五
原
、

　
繊
長
城
、
北
登
単
干
台
、
至
平
方
、
臨
北
河
。
勒
兵
十
八
万
騎
、
施
旗
日
千
絵
黒
、

　
威
震
旬
奴
。
遣
使
者
告
単
予
日
、
南
懸
果
頭
已
県
警
漢
北
閾
　
。
単
子
能
戦
、
天

　
子
自
将
待
辺
。
不
能
、
亟
来
臣
服
。
何
但
亡
匿
蔓
忍
寒
苦
之
地
鳥
。
旬
奴
蟹
焉
」

　
と
あ
る
の
を
指
す
。

⑬
具
体
的
な
事
例
は
表
1
の
元
封
元
年
、
五
年
、
七
年
、
征
和
四
年
で
あ
る
。
こ

　
れ
は
、
貫
泉
を
出
入
り
口
と
す
る
門
直
道
」
の
、
道
路
と
し
て
の
利
便
性
が
高
か

　
つ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
甘
泉
と
直
道
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
ふ
れ

　
る
。
ま
た
鶴
間
和
幸
氏
「
秦
帝
国
に
よ
る
道
路
網
の
統
一
と
交
通
法
」
（
池
田
温

　
編
『
中
国
礼
法
と
日
本
律
令
覇
㎞
東
方
書
店
、
一
九
九
工
年
）
参
照
。

⑱
李
零
氏
は
秦
乾
期
国
家
祭
祀
の
特
徴
と
し
て
、
関
中
を
範
囲
と
す
る
西
と
、
山

　
東
六
国
を
範
囲
と
す
る
東
の
二
つ
の
祭
祀
圏
が
並
行
的
に
存
在
し
、
前
者
は
郊
祀

　
を
主
と
し
、
後
者
は
封
禅
を
主
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
嶺
時
の
政

　
治
的
地
理
的
情
勢
か
ら
、
前
者
を
讐
本
土
型
」
、
後
者
を
「
殖
民
濃
口
と
名
付
け

　
て
い
る
（
㎎
中
國
方
術
続
考
㎞
所
収
「
秦
漢
礼
儀
中
的
宗
教
」
、
東
方
繊
版
社
、
二

　
〇
〇
〇
年
）
。
筆
者
も
韮
本
的
に
こ
の
図
式
を
支
持
す
る
が
、
李
氏
は
宗
教
史
的

　
見
地
に
拠
っ
て
お
り
、
皇
帝
権
力
を
主
題
と
す
る
本
稿
と
は
視
点
が
異
な
る
。
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第
二
章
　
「
東
」
の
巡
幸
の
構
造
i
封
禅
の
祭
儀
を
手
が
か
り
に
一

第
㎜
節
　
封
禅
と
肉
川
祭
祀

　
　
『
漢
書
渦
巻
三
〇
羅
文
志
に
は
、
封
禅
に
関
連
す
る
著
作
が
四
篇
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
な
書
名
で
あ
る
。

　
　
古
封
禅
群
祀
二
十
二
篇
①
。
封
禅
議
対
十
九
篇
②
。
漢
封
禅
群
祀
三
十
六
篇
③
。
（
以
上
、
六
器
略
礼
家
）
封
禅
方
説
十
八
篇
④
。
（
諸
子
略
小
説
家
）

　
沈
馬
韓
は
（
『
漢
書
疏
藍
巻
二
四
、
二
五
）
、
①
の
内
容
と
し
て
噸
史
記
輪
封
禅
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
斉
の
桓
公
と
管
仲
の
封
禅
に
関
す
る

問
答
や
、
『
続
漢
書
』
祭
祀
町
上
第
七
劉
昭
補
注
が
引
く
『
荘
子
』
侠
文
な
ど
を
想
定
す
る
。
②
は
、
『
漢
書
隔
巻
五
八
軍
書
伝
に
「
封
禅
の
事

を
議
す
る
に
、
聖
篭
の
対
せ
し
者
五
十
里
人
」
と
あ
る
の
と
対
応
す
る
と
す
る
。
ま
た
③
は
、
後
の
光
武
帝
封
禅
の
記
録
で
あ
る
『
馬
繋
伯
封

禅
儀
記
励
（
『
続
漢
書
幅
出
闘
志
上
第
七
出
番
注
引
）
に
類
似
す
る
聖
帝
封
禅
の
記
録
で
あ
り
、
④
は
黄
帝
と
封
禅
を
関
連
付
け
る
方
士
の
雷
説
、
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と
す
る
。
こ
こ
で
は
①
と
③
に
注
目
し
た
い
。

　
①
と
③
に
は
「
群
潤
」
と
い
う
語
が
共
通
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
沈
静
韓
の
見
解
を
手
が
か
り

と
し
た
場
合
、
ま
ず
①
は
上
古
の
封
禅
に
関
す
る
伝
説
の
集
成
的
内
容
と
考
え
ら
れ
、
封
禅
書
の
内
容
と
あ
る
程
度
共
通
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

『
史
記
隔
巻
　
三
〇
太
史
公
自
序
で
は
、
封
禅
書
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
受
命
し
て
王
た
る
も
、
封
禅
の
符
、
給
う
る
こ
と
軍
れ
な
り
。
襲
う
れ
ば
則
ち
万
霊
禮
思
せ
ざ
る
岡
し
。
本
を
諸
神
名
山
大
川
の
礼
に
追
い
、
封
禅
書
第
六

　
を
作
る
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
封
禅
は
山
川
諸
神
と
い
っ
た
「
万
霊
」
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
神
々
に
対
す
る
祭
祀
を
包
括
す
る
、
と
い
う
認
識
が
読
み
取

れ
る
。
封
禅
書
に
、
封
禅
そ
の
も
の
と
は
一
見
か
か
わ
り
の
な
い
秦
の
上
帝
や
山
川
諸
神
の
祭
祀
、
及
び
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
漢
の
諸
祭
祀
が

記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
司
馬
遷
が
封
禅
は
総
合
的
な
性
質
を
も
つ
大
祭
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
最
終
的
に
武
帝
の
封
禅
に
脈
岩
さ
れ
る

よ
う
、
記
録
の
残
る
様
々
な
祭
縄
を
時
間
軸
に
そ
っ
て
配
列
し
た
た
め
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
司
馬
遷
の
個
人
的
な
封
禅
観
で
あ
る
こ
と
に
は
充
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
司
馬
遷
の
認
識
を
転
用
し
て
「
古
封
禅
群

祀
」
と
い
う
書
名
を
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
上
古
の
封
禅
そ
の
も
の
や
そ
れ
に
関
連
す
る
と
判
断
さ
れ
収
集
さ
れ
た
上
古
以
来
の
山
川
諸
神

祭
祀
の
資
料
の
集
成
、
と
な
る
。

　
「
群
言
」
が
山
川
諸
神
の
祭
祀
を
指
す
と
し
て
、
さ
ら
に
沈
欽
韓
が
推
定
し
た
よ
う
に
、
③
が
武
帝
の
封
禅
の
記
録
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実

際
の
武
帝
の
封
禅
に
「
群
祀
」
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
『
漢
書
』
巻
四
六
万
石
君
伝
（
附
石
慶
）
に
み
え
る
、
「
天
子
、
海
内
を
巡
狩

し
、
古
え
の
神
祠
を
修
め
、
封
禅
し
、
礼
楽
を
興
す
」
と
い
う
表
現
は
、
巡
幸
の
途
上
に
お
い
て
行
わ
れ
た
「
古
え
の
神
祠
」
が
「
群
祀
」
に

相
当
す
る
可
能
性
を
示
す
が
、
ま
ず
、
第
一
回
封
禅
挙
行
に
い
た
る
経
路
を
『
漢
書
睡
巻
高
望
帝
紀
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
　
（
元
封
元
年
）
春
正
月
、
維
氏
に
行
幸
す
。
詔
し
て
曰
く
、
朕
、
華
山
に
用
事
し
、
中
岳
に
至
り
、
駿
塵
を
獲
、
夏
后
啓
母
石
を
見
る
。
翌
日
、
親
ら
嵩
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
す

　
　
に
登
る
に
、
御
史
乗
属
、
温
習
に
在
り
。
吏
卒
、
威
な
万
歳
を
呼
ば
う
面
骨
た
び
を
聞
く
。
礼
を
登
め
て
答
え
ざ
る
諒
し
。
…
…
行
き
て
遂
に
東
の
か
た
海
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上
を
巡
る
。
夏
四
月
癸
卯
、
上
、
還
り
て
登
り
て
泰
山
に
封
じ
、
降
り
て
明
言
に
坐
す
。

　
正
月
に
出
発
し
た
と
す
る
武
帝
紀
に
対
し
、
封
禅
書
及
び
郊
祀
志
は
三
月
と
し
て
お
り
、
齪
館
が
生
じ
る
が
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
ま
た

封
禅
書
に
よ
れ
ば
、
「
海
上
」
を
巡
っ
た
際
に
「
斉
の
八
神
」
の
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
に
封
禅
に
先
行
し
て
行
わ
れ
た
祭
祀
は
、
華

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

山
と
「
中
岳
」
太
室
山
、
「
斉
の
八
神
」
と
な
る
。

　
次
に
第
二
圓
封
禅
（
先
封
五
年
）
の
事
例
を
、
封
禅
書
に
よ
っ
て
み
て
お
こ
う
。

　
上
、
南
郡
を
巡
り
、
稲
臼
に
至
り
て
漏
し
、
登
り
て
濁
の
天
柱
山
に
註
し
、
号
し
て
南
岳
と
日
う
。
江
に
浮
か
ぶ
に
尋
陽
冠
り
し
、
遊
園
に
出
で
、
彰
叢
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
過
ぎ
り
、
其
の
名
山
川
に
礼
し
、
北
の
か
た
姦
邪
に
至
り
、
海
上
に
帰
る
。
四
月
中
、
奉
高
に
至
り
封
を
脩
む
。

　
こ
の
時
は
、
長
江
に
沿
っ
て
東
進
す
る
間
に
、
天
柱
山
や
彰
金
沢
を
は
じ
め
と
す
る
諸
山
川
の
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
に
は
、
封

禅
に
先
だ
っ
て
山
川
等
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
形
跡
が
こ
れ
ほ
ど
明
確
に
は
表
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
第
一
回
と
第
二
回
に
つ
い
て
い
え
ば
、

先
行
し
て
行
わ
れ
た
諸
祭
祀
が
「
群
祀
」
に
相
当
す
る
可
能
性
が
高
い
。
「
漢
封
禅
群
祀
」
と
い
う
書
名
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
封
禅
と
「
群
祀
」

と
が
並
列
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
巡
幸
の
行
程
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
場
合
、
封
禅
と
山
川
祭
祀
と
の
有
機
的
な
関
連
性
を
示
す
も
の
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
両
者
の
有
機
的
関
係
は
、
封
禅
の
祭
儀
に
表
れ
る
。
第
二
回
封
禅
に
つ
い
て
、
武
帝
紀
に
は
、

　
冬
、
行
き
て
南
の
か
た
巡
狩
し
、
盛
唐
に
至
り
、
虞
舜
を
九
鑑
に
望
臆
す
。
灘
の
天
柱
山
に
登
り
、
尋
陽
蔭
り
江
に
浮
か
び
、
親
ら
蚊
を
江
中
に
射
、
之
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
獲
。
送
梅
千
里
、
南
陽
に
至
り
て
出
で
、
盛
唐
縦
陽
の
歌
を
作
る
。
遂
に
北
の
か
た
瑛
邪
に
至
り
、
海
に
並
り
、
過
ぎ
る
所
感
の
名
山
大
川
を
礼
祠
す
。
春

　
三
月
、
還
り
て
泰
山
に
至
り
、
封
を
増
す
。
甲
子
、
高
祖
を
明
室
に
祠
り
、
以
て
上
帝
に
配
す
。
因
り
て
諸
侯
王
・
列
侯
を
朝
し
、
郡
国
の
計
を
受
く
。
夏

　
四
月
、
凄
し
て
曰
く
、
朕
、
菊
揚
を
巡
り
、
江
潅
の
物
を
輯
め
（
如
淳
曰
く
、
輯
、
合
な
り
、
物
、
猶
お
神
の
ご
と
き
な
り
、
郊
祀
志
の
祭
祀
す
る
所
の
事

　
な
り
、
と
。
師
古
曰
く
、
輯
、
集
と
同
じ
、
と
）
、
大
海
の
気
を
会
し
（
鄭
氏
曰
く
、
海
神
の
気
を
会
合
し
、
井
せ
て
之
を
祭
る
、
と
）
、
以
て
泰
山
に
合
す

　
　
（
二
業
曰
く
、
江
准
の
神
を
集
め
、
大
海
の
気
を
会
し
、
合
し
て
泰
山
に
致
し
、
然
る
後
封
を
修
め
、
総
べ
て
祭
饗
す
る
な
り
、
と
）
。
上
天
、
象
を
見
わ
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し
、
封
禅
を
増
修
す
。

と
あ
る
。
先
の
封
禅
書
の
記
述
と
比
較
し
た
場
合
、
祭
祀
を
行
い
つ
つ
進
ん
だ
こ
と
が
、
詔
で
は
「
荊
揚
を
巡
り
、
江
潅
の
物
を
認
め
、
大
海

の
気
を
会
し
、
以
て
泰
山
に
合
す
」
、
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
顔
師
古
注
に
従
い
つ
つ
解
釈
す
れ
ば
、
「
（
禺
貢
の
）
婦
女
と
揚
州
の
地
域

を
巡
り
な
が
ら
そ
の
地
域
と
海
の
神
々
と
気
を
集
め
、
一
緒
に
泰
山
ま
で
も
っ
て
い
き
祭
っ
た
」
、
と
な
る
。
つ
ま
り
途
上
の
山
川
祭
祀
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

神
々
や
気
を
集
め
る
行
程
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
武
帝
紀
申
に
み
え
る
、
長
江
で
武
帝
が
射
て
捕
獲
し
た
「
鮫
↑
大
魚
）
」
は
、

「
江
准
の
物
」
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
集
め
ら
れ
た
「
物
」
↑
神
）
が
封
禅
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
か
、
第
一
測
封
禅
の
祭
儀
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
乙
卯
、
侍
中
・
儒
者
を
し
て
離
弁
薦
紳
し
射
法
し
て
事
を
行
わ
し
め
、
泰
山
の
下
の
東
方
に
封
ず
る
こ
と
、
太
一
を
堅
砦
す
る
の
礼
の
如
く
す
。
封
、
広
さ

　
丈
二
尺
、
高
さ
九
尺
、
其
の
下
は
則
ち
青
墨
の
書
有
り
、
書
秘
す
。
礼
畢
り
、
天
子
独
り
侍
中
・
奉
車
の
子
侯
と
の
み
泰
山
に
上
り
、
亦
た
封
ず
る
こ
と
有

　
り
。
其
の
事
皆
な
禁
ず
。
明
日
、
陰
道
よ
り
下
る
。
丙
辰
、
泰
山
の
下
品
、
東
北
の
粛
然
山
に
評
す
る
こ
と
、
壁
土
を
祭
る
の
礼
の
如
く
す
。
天
子
皆
な
親

　
ら
拝
見
す
る
に
、
衣
は
黄
を
上
び
、
而
し
て
尽
く
楽
を
言
う
。
江
涯
の
間
の
一
茅
三
階
も
て
神
籍
と
為
し
、
五
色
の
土
、
益
し
て
封
に
諾
う
。
遠
方
の
奇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
獣
・
輩
禽
及
び
白
歯
の
諸
物
を
縦
ち
、
頗
る
以
て
礼
に
加
え
、
兇
牛
異
象
の
属
、
用
い
ず
。
皆
な
泰
山
に
至
り
、
然
る
後
去
る
。
（
封
禅
書
）

　
第
一
回
封
禅
は
、
侍
申
と
儒
者
に
よ
る
「
射
牛
」
、
山
麓
東
方
で
の
甘
泉
誰
時
郊
祀
の
形
式
を
借
り
た
「
封
」
、
山
頂
に
お
け
る
少
人
数
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

再
度
の
「
封
」
、
泰
山
付
近
の
粛
然
山
に
お
け
る
溌
陰
引
導
祠
の
形
式
を
借
り
た
「
禅
」
の
四
つ
の
祭
儀
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
第
二

回
以
降
に
変
わ
っ
た
点
と
し
て
、
泰
山
下
明
器
に
お
け
る
祭
儀
が
加
わ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
山
頂
に
お
け
る
「
封
」
や
「
禅
」
が
明
円
の

儀
の
後
に
行
わ
れ
た
点
、
「
禅
」
の
舞
台
と
な
る
山
が
回
ご
と
に
変
わ
る
点
が
指
摘
で
き
る
が
、
祭
儀
の
内
容
の
変
更
に
関
す
る
記
述
は
み
え

な
い
。
こ
の
中
で
、
「
遠
方
の
奇
獣
」
以
下
の
部
分
が
問
題
と
な
る
。

　
「
遠
方
の
奇
獣
・
三
論
及
び
馬
繋
の
諸
物
」
と
「
隔
年
犀
象
の
属
」
が
、
第
二
回
封
禅
の
「
江
准
の
物
」
に
相
当
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
れ
ら
の
「
物
」
は
、
封
禅
に
お
い
て
供
犠
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
「
群
祀
」
と
は
、
祭
祀
を
行
い
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
多
様
な
「
物
」
を
集
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め
て
い
く
こ
と
を
指
し
、
そ
の
成
果
を
泰
山
に
「
合
」
す
る
こ
と
で
、
「
髪
上
」
は
封
禅
に
よ
っ
て
総
括
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
厳
密
に
い
え
ば
、
「
白
雄
」
等
は
、
泰
山
に
至
る
途
上
で
捕
獲
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
以
前
に
「
遠
方
」
か
ら
献
上
さ
れ
た
り
し
た

も
の
を
泰
山
ま
で
運
び
封
禅
に
際
し
て
供
犠
に
使
用
し
た
、
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
先
に
み
た
第
一
回
封
禅
挙
行
に
い
た
る
経

路
に
関
す
る
元
封
元
年
の
詔
に
は
、
華
山
と
太
室
山
の
祭
祀
を
行
っ
た
際
に
「
駁
塵
」
が
捕
獲
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
物
」
の
捕
獲
と
解
し
得
る
出
来
事
で
あ
り
、
第
二
圓
の
際
の
「
鮫
」
の
捕
獲
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
「
諸
物
」
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
物
」
（
1
1
神
）
や
「
気
」
が
出
現
し
集
め
ら
れ
、
そ
れ
を
用
い
た
祭
儀
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

第
二
節
「
物
」
と
「
功
徳
」

　
武
帝
の
元
狩
元
年
に
、
雍
五
時
の
郊
祀
の
後
に
「
麟
」
が
出
現
し
た
。
同
じ
頃
に
「
奇
忙
し
が
み
つ
か
り
、
武
帝
は
こ
れ
ら
「
二
物
」
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
て
群
臣
に
謀
っ
た
と
い
う
。
封
禅
書
が
記
す
有
司
の
答
え
の
中
に
、
「
物
」
と
皇
帝
と
の
関
係
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま

　
有
司
曰
く
、
陛
下
粛
厳
し
て
郊
祀
し
、
上
帝
享
に
報
え
、
一
角
獣
を
舞
う
。
蓋
し
麟
と
云
う
、
と
。
是
に
干
て
以
て
五
時
に
薦
め
、
時
ご
と
に
～
牛
を
加
え

　
て
以
て
燈
す
。

　
有
司
は
上
帝
が
妄
誕
の
墨
縄
を
嘉
納
し
、
そ
の
答
え
と
し
て
＝
角
獣
（
1
1
麟
と
を
賜
っ
た
と
考
え
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
武
帝
側
が
そ
れ

に
応
じ
る
べ
く
、
賜
っ
た
「
一
角
獣
↑
麟
）
」
を
雍
の
五
時
へ
の
供
犠
と
し
た
。
こ
こ
に
、
皇
帝
と
上
帝
の
間
に
お
け
る
、
郊
祀
と
「
物
」

の
出
現
を
媒
介
と
し
た
応
酬
関
係
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
皇
帝
と
上
帝
と
の
交
感
、
と
雷
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
同
じ
よ
う
な
事
例
と
し
て
、
元
鼎
四
年
の
宝
鼎
の
出
現
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
鼎
は
生
き
物
で
は
な
い
が
、
や
は
り
「
物
」
と
み
な
さ

れ
た
こ
と
が
、
『
漢
書
幽
巻
二
二
礼
楽
志
所
載
の
郊
祀
歌
第
十
四
章
「
后
皇
」
に
、
黙
認
の
出
現
が
「
物
、
翼
州
に
発
す
」
と
表
現
さ
れ
て
い
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前漢武帝の巡幸（目黒）

る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
そ
し
て
元
鼎
五
年
十
一
月
の
詔
に
は
、

　
朕
、
砂
身
を
以
て
王
侯
の
上
に
託
し
、
徳
未
だ
民
を
緩
ん
ず
る
能
わ
ず
、
民
或
い
は
飢
寒
す
。
故
に
后
土
を
巡
祭
し
て
以
て
豊
年
を
祈
る
。
翼
州
の
雅
壌
、

　
乃
ち
文
鼎
を
顕
わ
し
、
獲
て
廟
に
薦
む
。
…
…
（
武
帝
紀
）

と
あ
り
、
文
脈
か
ら
、
后
土
の
祭
祀
を
契
機
と
し
て
鼎
が
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
応
酬
関
係
が
皇
帝
と
上
帝
の
間
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
神
々
と
の
間
に
も
適
用
し
得
る
こ
と
が
、
前
節
で
あ
げ
た
第

一
回
封
禅
に
先
立
つ
華
山
と
太
室
山
の
祭
祀
の
事
例
よ
り
わ
か
る
。
詔
は
、
聖
帝
が
祭
祀
を
行
い
「
駁
塵
」
を
捕
獲
し
「
万
歳
」
の
声
が
起
っ

た
こ
と
を
、
「
礼
を
登
め
て
答
え
ざ
る
岡
し
」
と
総
括
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
顔
師
古
は
、
「
言
う
こ
こ
ろ
は
礼
を
神
に
登
む
る
に
答
応
せ
ざ

る
無
し
」
と
解
釈
し
て
お
り
、
華
山
及
び
太
室
山
の
神
と
武
帝
の
間
に
、
祭
祀
（
1
1
「
礼
」
）
と
「
繁
昌
」
な
ら
び
に
声
（
1
1
「
宝
島
」
）
に
よ
っ

て
具
体
化
す
る
応
酬
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
直
接
的
に
は
武
帝
に
よ
る
祭
祀
を
契
機
と
し
て
発
生
す
る
が
、
武
帝
の
統
治
の
あ
り
方
全
体
も
ま
た
間
接
的
な
背
景

と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
噸
史
記
』
巻
一
一
七
司
馬
相
如
列
伝
所
載
の
「
封
禅
文
」
に
み
え
る
、
架
空
の
大
司
馬
が
皇
帝
に
封
禅

挙
行
を
勧
め
る
一
節
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
が

　
是
に
於
て
大
司
馬
、
進
み
で
曰
く
、
陛
下
、
仁
は
群
生
を
育
み
、
義
は
不
出
を
征
し
、
諸
夏
は
貢
を
楽
い
、
百
蛮
は
蟄
を
執
る
。
徳
は
往
初
に
偉
し
く
、
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
は
与
に
申
す
る
無
し
。
休
烈
は
湊
治
と
し
て
、
符
瑞
は
衆
変
し
、
期
応
は
紹
い
で
至
り
、
特
り
創
め
て
見
わ
る
の
み
な
ら
ず
。
意
う
に
泰
山
耳
管
、
壇
場
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぞ
ら

　
設
け
て
幸
を
望
み
、
号
を
蓋
え
て
以
て
栄
に
況
う
。
上
帝
、
恩
を
垂
れ
祉
を
儲
え
、
将
に
以
て
成
を
薦
め
ん
と
す
。
陛
下
、
謙
譲
し
て
発
せ
ざ
る
や
、
三
神

　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
の
駆
を
翠
ち
、
王
道
の
儀
を
訣
き
、
群
臣
、
焉
を
悪
ず
。
…
…

　
要
約
す
れ
ば
、
仁
義
に
よ
っ
て
「
諸
夏
（
鐸
中
国
）
」
と
「
百
蛮
」
を
統
べ
る
皇
帝
の
功
徳
に
対
し
瑞
祥
が
続
々
と
出
現
す
る
状
況
に
お
い
て

封
禅
を
挙
行
し
な
い
の
は
、
神
々
の
意
志
や
「
王
道
」
に
要
る
、
と
い
う
意
と
な
る
。
こ
れ
が
封
禅
挙
行
前
の
武
骨
の
状
況
に
な
ぞ
ら
え
た
表

現
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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他
に
、
先
に
武
帝
の
祭
祀
に
応
じ
て
「
物
」
が
出
現
し
た
事
例
と
し
て
あ
げ
た
宝
鼎
に
つ
い
て
も
、
出
現
の
契
機
を
漢
王
朝
の
現
状
と
武
帝

の
統
治
に
求
め
る
見
解
も
み
え
る
。

　
…
…
今
ま
漢
、
高
祖
自
り
周
を
継
ぎ
、
亦
た
徳
を
昭
ら
か
に
し
行
を
顕
ら
か
に
し
、
恩
を
布
き
恵
を
施
し
、
六
合
和
同
す
。
陛
下
に
至
り
、
祖
業
を
恢
廓
し
、

　
功
徳
弔
い
よ
盛
ん
に
し
て
、
天
瑞
並
び
に
至
り
、
重
留
動
く
見
わ
る
。
昔
、
秦
の
始
皇
、
親
ら
鼎
を
彰
城
に
出
だ
さ
ん
と
し
て
得
る
能
わ
ず
、
天
、
有
徳
に

　
ニ
た

　
扉
え
て
宝
鼎
自
ら
出
づ
、
此
れ
天
の
漢
に
与
す
る
所
以
な
れ
ば
、
乃
ち
漢
宝
に
し
て
周
宝
に
非
ず
。
（
明
漢
書
聴
巻
六
四
上
世
丘
斎
王
伝
）

　
こ
れ
ら
を
総
合
す
れ
ば
、
「
麟
」
や
鼎
と
い
っ
た
「
物
」
、
す
な
わ
ち
符
瑞
の
出
現
は
、
聖
帝
の
「
功
徳
」
に
対
し
て
神
々
が
与
え
た
承
認
と

み
な
し
得
る
。
祭
祀
や
旬
奴
の
排
除
も
含
む
武
帝
の
「
功
徳
」
そ
の
も
の
が
、
「
物
」
の
出
現
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
可
視
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
泰
山
に
お
け
る
封
禅
は
、
「
物
」
を
集
め
て
供
犠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
帝
の
「
功
徳
」
を
集
約
的
に
顕
現
さ
せ
る
舞
台
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
完
成
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
前
節
に
あ
げ
た
第
二
回
封
禅
に
関
す
る
武
帝
紀
の
記
述
と
そ
の
注
に
あ
る
よ
う
に
、
「
物
」
は
そ
れ
そ
の
も
の
が
神
で
も
あ
っ
た
。
封
禅
を

「
物
目
神
」
の
集
う
場
と
み
な
す
封
禅
観
が
、
児
寛
の
雷
葉
の
中
に
み
え
る
。

　
陛
下
、
躬
ず
か
ら
聖
徳
を
発
し
、
請
元
を
統
楊
し
、
天
地
を
宗
祀
し
、
百
神
を
薦
礼
し
、
精
神
の
郷
う
所
、
徴
兆
必
ず
報
え
、
天
地
並
び
に
応
じ
、
符
瑞
昭

　
明
た
り
。
其
れ
泰
山
に
封
じ
愚
父
に
禅
し
、
姓
を
昭
ら
か
に
し
瑞
を
掃
う
る
は
、
帝
王
の
蝋
石
な
り
。
然
れ
ど
も
享
薦
の
義
、
経
に
著
ら
か
な
ら
ず
。
以
為

　
く
、
封
禅
は
成
を
告
げ
、
天
地
神
祇
を
合
被
し
、
砥
戒
精
專
し
て
以
て
神
明
に
接
す
。
…
（
『
漢
書
臨
巻
五
八
兇
寛
伝
）

　
こ
れ
は
司
馬
相
如
の
「
封
禅
文
」
に
感
銘
を
受
け
た
武
事
の
封
禅
に
関
す
る
下
間
に
対
す
る
答
え
だ
が
、
前
半
、
武
帝
の
祭
祀
に
対
し
て

神
々
か
ら
必
ず
応
答
が
あ
り
、
瑞
祥
（
「
符
瑞
」
）
と
し
て
現
れ
る
、
と
い
う
認
識
は
「
封
禅
文
」
な
ど
と
共
通
す
る
。
そ
し
て
「
以
為
く
」
以

下
で
、
封
禅
は
「
天
地
神
祇
」
を
合
祭
し
、
謹
ん
で
そ
れ
ら
と
通
じ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
節
で
み
た
司
馬
遷
の
「
調
う
れ
ば
則

ち
万
霊
二
五
せ
ざ
る
な
し
」
と
い
う
認
識
に
通
じ
、
さ
ら
に
方
士
の
「
黄
帝
以
上
、
封
禅
す
る
に
、
皆
な
怪
物
を
致
し
神
と
通
ず
」
（
封
禅
書
）

と
い
う
封
禅
観
に
合
致
す
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
封
禅
と
は
神
々
の
合
祭
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
「
物
－
一
神
」
の
収
集
は
、
そ
の
封
禅
観
の
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⑨

実
践
で
あ
る
と
同
時
に
、
武
帝
の
「
功
徳
」
を
宣
揚
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
回
封
禅
に
「
尽
く
楽
を
用
う
」
と
み
え
る
音
楽
も
ま
た
、
神
々
と
関
連
す
る
。
『
韓
非
子
蜘
十
過
篇
に
は
、
次
の
よ
う
な
黄
帝
の
説
話

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
公
曰
く
、
挙
国
、
得
て
聞
く
可
け
ん
や
、
と
。
師
暖
曰
く
、
不
可
な
り
。
昔
者
、
黄
帝
、
鬼
神
を
泰
山
の
上
に
合
し
、
象
車
に
駕
し
、
六
鮫
龍
、
母
方
並
び
、

　
量
尤
、
前
に
居
り
、
風
伯
、
進
み
で
掃
き
、
雨
師
、
道
を
節
し
、
虎
狼
、
前
に
在
り
、
鬼
神
、
後
に
在
り
、
騰
馬
、
地
に
伏
し
、
鳳
皇
、
上
を
覆
い
、
大
い

　
に
鬼
神
を
合
し
、
県
下
を
作
為
す
。
今
ま
主
惹
、
徳
薄
く
之
を
聴
く
に
足
ら
ず
、
之
を
聴
け
ば
椰
た
恐
る
ら
く
は
敗
る
る
こ
と
有
ら
ん
、
と
。

　
こ
れ
も
ま
た
封
禅
伝
説
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
封
禅
に
用
い
ら
れ
た
音
楽
の
性
質
は
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
み
え
る
黄
帝
が
泰
山
で
鬼
神
を
「
合

し
」
て
催
し
た
「
清
角
」
調
の
楽
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
音
楽
は
、
「
徳
」
を
保
持
し
神
々
を
「
合
し
」
得
る
君
主
で
な
く
て

は
実
現
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

前漢武帝の巡幸（目黒）

　
以
上
の
検
証
を
通
じ
、
「
東
」
へ
の
巡
幸
の
う
ち
封
禅
挙
行
を
含
む
も
の
は
、
中
核
で
あ
る
封
禅
に
途
上
の
山
川
祭
祀
を
収
得
す
る
構
造
を

も
ち
、
「
物
」
を
介
し
て
亡
帝
の
「
功
徳
」
あ
る
い
は
神
々
と
の
交
感
を
可
視
的
に
顕
示
す
る
こ
と
で
、
権
力
と
支
配
の
正
当
性
を
訴
え
る
機

能
を
も
つ
事
業
と
し
て
構
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
封
禅
挙
行
を
含
ま
な
い
「
東
」
へ
の
巡
幸
が
お
よ
そ
四
回
あ
る
事
実
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
「
東
」
へ
の

巡
幸
に
お
い
て
、
武
帝
が
ほ
ぼ
必
ず
山
東
半
島
及
び
そ
の
南
北
の
沿
海
地
域
へ
到
達
し
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
と
い
う
点
に

あ
る
。
大
櫛
氏
は
、
こ
の
沿
海
地
域
へ
の
巡
幸
を
後
漢
期
巡
幸
と
の
大
き
な
相
違
点
と
し
て
あ
げ
、
武
帝
の
巡
幸
に
お
け
る
神
仙
探
求
の
側
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
示
す
事
例
と
し
て
い
る
。

　
た
だ
、
沿
海
部
へ
の
巡
幸
に
は
別
の
側
面
が
あ
る
。
山
東
半
島
沿
岸
部
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
方
士
の
妄
説
」
と
は
異
な
る
、
伝
統
的
か
つ
体

系
化
さ
れ
た
祭
祀
群
「
斉
の
八
神
」
が
点
在
し
て
い
た
。
武
帝
に
よ
る
そ
の
巡
警
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
地
方
祭
祀
を
皇
帝
の
も
と
に
取
り
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込
み
、
全
国
的
国
家
祭
祀
体
系
を
構
築
し
て
い
く
過
程
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

①
封
禅
書
に
、
「
上
遂
東
巡
海
上
、
行
礼
祠
八
神
。
…
…
山
留
海
上
。
四
月
、
還

　
至
甲
高
。
上
念
諸
儒
及
方
士
言
封
禅
人
人
殊
、
不
経
始
施
行
。
天
子
至
梁
父
、
礼

　
祠
地
主
」
と
あ
り
、
「
海
上
一
よ
り
泰
山
に
戻
る
問
に
漁
父
山
の
祭
祀
が
行
わ
れ

　
て
い
る
。
文
中
に
「
地
主
」
と
あ
る
よ
う
に
、
梁
上
山
は
泰
山
と
と
も
に
門
斉
の

　
八
神
扁
中
に
お
い
て
「
地
主
」
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
祭
祀
は
「
海
上
」
か

　
ら
続
く
「
八
神
」
巡
祭
の
一
環
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
第
～
金
納
⑥
所
嬉
嬉
氏
著
書
で
は
、
こ
の
「
物
」
な
ど
を
泰
山
に
集
め
る
行
為

　
に
つ
い
て
、
方
士
た
ち
を
介
し
た
求
仙
活
動
の
一
環
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

③
「
頗
以
加
礼
」
に
つ
い
て
、
『
漢
書
臨
郊
祀
志
は
門
礼
」
を
「
祠
駄
に
つ
く
る
が
、

　
と
も
に
「
ま
つ
る
」
の
義
で
あ
る
。
ま
た
「
母
后
去
」
に
つ
い
て
、
原
文
は
「
祭

　
后
土
」
に
つ
く
る
が
、
文
脈
上
意
味
が
通
じ
に
く
い
。
州
史
記
幽
孝
武
本
紀
及
び

　
郊
祀
志
は
「
然
盾
去
」
に
つ
く
り
、
こ
の
場
合
、
「
祭
儀
の
完
了
後
、
「
物
」
た
ち

　
は
そ
の
場
か
ら
い
な
く
な
っ
た
漏
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
校
訂
し
た
。

④
武
帝
封
禅
の
儀
礼
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
前
漢
武
帝
の
封
禅
！
政
治

　
的
意
義
と
儀
礼
の
考
察
1
」
（
『
東
洋
史
研
究
㎞
六
九
巻
四
号
、
二
〇
一
一
年
）

　
参
照
。
ま
た
新
稿
に
て
よ
り
詳
し
い
祭
儀
の
分
析
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

⑤
中
井
履
軒
『
史
記
生
態
』
に
、
「
頗
以
加
養
、
謂
以
降
珍
禽
奇
獣
為
狙
豆
之
実

　
也
」
と
あ
る
。
捕
獲
さ
れ
た
「
物
」
が
供
犠
と
さ
れ
た
一
例
と
し
て
、
元
狩
元
年

　
の
雍
五
時
郊
祀
に
応
じ
て
出
現
し
た
「
麟
」
の
処
置
が
あ
げ
ら
れ
る
（
本
文
五
二

　
頁
参
照
）
。
ま
た
中
井
は
「
兇
牛
翠
雲
の
属
隷
が
計
い
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ

　
い
て
、
「
兇
象
之
属
、
害
人
者
、
不
可
用
賀
、
但
以
其
為
書
物
、
同
将
来
、
然
後

　
罷
晶
帯
」
と
す
る
。
封
禅
書
に
附
さ
れ
た
注
だ
が
、
問
題
の
末
尾
三
字
は
孝
武
本

　
紀
及
び
郊
祀
志
を
採
っ
て
解
釈
し
て
い
る
。
猛
獣
で
あ
る
「
児
象
」
は
放
つ
と
危

　
険
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
常
識
に
基
づ
く
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
現
時
点
で
は
そ

　
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。
な
お
、
王
柏
申
氏
『
神
霊
世
界
一
秩
序
的
構
造
与

　
儀
式
的
象
徴
－
両
漢
国
家
祭
祀
制
度
研
究
』
（
民
族
旧
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

　
は
武
事
封
禅
に
お
け
る
「
奇
獣
飛
禽
」
重
視
に
つ
い
て
、
「
升
天
駄
の
含
意
が
あ

　
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

⑥
欄
漢
書
㎞
巻
六
四
下
溝
軍
伝
に
、
「
従
上
戸
雍
祠
五
時
、
獲
白
麟
、
一
角
而
五
蹄
。

　
時
又
得
奇
木
、
其
試
錐
出
、
報
復
合
於
木
上
。
上
異
此
二
物
、
博
謀
群
臣
」
と
あ

　
る
。

⑦
「
封
禅
文
」
の
釈
門
は
お
お
む
ね
、
小
尾
郊
一
氏
に
よ
る
明
文
選
㎞
所
載
封
禅

　
文
の
訳
注
（
宇
野
精
～
等
編
『
全
釈
漢
文
体
系
』
三
一
巻
［
集
英
社
、
一
九
七
四

　
年
扁
所
収
）
を
参
照
し
た
が
、
～
部
、
意
に
よ
っ
て
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
な
お
、

　
「
上
帝
」
よ
り
「
豆
蒔
」
ま
で
の
十
字
は
、
『
文
選
』
巻
四
八
所
載
の
「
封
禅
文
」

　
に
は
み
え
な
い
が
、
こ
の
箇
所
の
集
解
に
、
「
徐
照
日
、
以
瑞
物
初
至
封
禅
処
、

　
薦
之
上
天
、
告
成
功
也
扁
と
あ
る
の
は
、
本
章
第
一
節
と
関
連
し
て
く
る
。
つ
ま

　
り
徐
広
は
、
上
述
十
字
が
瑞
祥
と
し
て
出
現
し
た
「
物
日
を
封
禅
の
場
に
お
い
て

　
天
に
捧
げ
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
解
釈
は
、
「
物
」
を
供
犠
と

　
し
た
武
帝
の
封
禅
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
板
野
長
八
氏
が
、
儒
家
思
想
の
視
点
か
ら
、
瑞
祥
や
封
禅
に
示
さ
れ
る
武
帝
の

　
皇
帝
権
力
の
性
質
を
論
じ
て
い
る
（
『
儒
教
成
立
史
の
研
究
』
［
岩
波
誉
店
、
一
九

　
九
五
年
］
第
九
章
「
図
書
と
儒
教
の
成
立
」
第
二
節
「
図
識
の
占
め
る
位
置
」
）
。

⑨
本
稿
で
は
『
史
記
㎞
や
欄
漢
書
蜘
本
文
の
用
例
及
び
そ
の
注
の
解
釈
に
基
づ
い

　
て
門
物
」
を
「
神
戸
と
み
な
し
、
そ
れ
を
泰
山
に
「
合
」
な
い
し
「
輯
」
す
る
こ

　
と
の
意
味
を
考
察
し
た
。
し
か
し
先
秦
期
に
お
け
る
「
物
扁
の
概
念
、
考
古
資
料

　
に
表
わ
れ
る
そ
の
具
体
像
、
そ
し
て
王
権
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
林
巳
奈
夫
氏
に

　
よ
る
研
究
蓄
積
が
あ
る
（
「
股
周
時
代
の
遺
物
に
表
わ
さ
れ
た
鬼
神
」
興
考
古
学

　
雑
誌
』
猫
六
巻
二
号
、
一
九
六
〇
年
］
、
「
股
周
時
代
の
図
像
記
号
」
［
『
東
方
学

　
報
無
京
都
三
九
号
、
一
九
六
八
年
］
、
「
天
子
の
衣
裳
の
噛
十
二
章
瞳
」
隣
史
林
』
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五
二
巻
六
号
、
～
九
六
九
年
］
、
「
段
中
期
に
由
来
す
る
鬼
神
」
［
『
東
方
学
報
』
京

都
四
一
号
、
一
九
七
〇
年
］
参
照
）
。
ま
た
、
小
南
一
郎
氏
『
古
代
中
国
一
天

命
と
青
銅
器
1
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
に
も
「
物
」
の

観
念
へ
の
言
及
が
あ
る
。
こ
う
し
た
股
周
期
以
来
の
「
物
」
と
そ
の
祭
祀
と
の
連

　
続
性
に
お
い
て
武
帝
の
封
禅
を
位
踏
付
け
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
に
つ
い
て
、
ま

　
だ
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑩
は
じ
め
に
注
①
前
掲
大
櫛
氏
論
文
「
前
漢
武
帝
の
行
幸
」
参
照
。

第
三
章
　
「
西
」
の
巡
幸
の
意
義
　
　
画
趣
と
軍
事
の
関
係
か
ら

第
㎜
節
　
軍
薯
的
要
地
の
巡
幸

前漢武帝の巡幸（目黒）

　
第
一
章
で
は
、
「
西
」
の
巡
幸
は
、
叢
話
の
地
へ
の
巡
幸
を
申
心
と
し
て
、
時
に
軍
事
的
な
査
察
の
目
的
を
も
っ
て
西
北
辺
郡
に
到
達
す
る

と
い
う
構
造
を
も
つ
、
と
し
た
。
こ
れ
は
一
見
、
郊
祀
と
軍
事
的
な
査
察
と
い
う
二
つ
の
異
質
な
行
為
の
単
な
る
抱
き
合
わ
せ
に
過
ぎ
な
い
よ

う
に
も
み
え
る
。
両
者
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
「
西
」
の
巡
幸
の
軍
事
的
性
質
を
み
て
い
ぎ
だ
い
。

　
大
櫛
氏
は
巡
幸
の
軍
事
的
側
面
を
示
す
事
例
と
し
て
学
漫
四
年
と
元
封
元
年
冬
の
事
例
を
あ
げ
て
お
り
、
確
実
に
軍
事
的
側
面
を
示
す
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
お
そ
ら
く
こ
の
二
つ
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
で
、
巡
幸
の
目
的
地
の
い
く
つ
か
が
、
軍
事
的
査
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
み
な
し
得
る
状
況

証
拠
を
確
認
し
て
い
く
。

　
武
帝
の
「
西
」
の
巡
幸
の
直
接
的
な
原
型
は
、
文
帝
の
行
幸
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
文
帝
の
時
代
、
関
中
に
は
三
度
、
大
規
模
な
旬
奴
の
来

鬼
が
あ
っ
た
（
表
H
）
。
こ
の
こ
と
は
、
馬
糞
の
な
い
平
時
に
お
い
て
も
怠
り
な
く
備
え
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
文
帝
は
三
年
の
来
冠
の
際
、
親
征
を
も
く
ろ
み
、
甘
泉
か
ら
上
郡
の
熱
奴
、
代
国
の
太
原
へ
と
巡
幸
し
た
。
こ
の
後
、
王
冠
に
対
し
て
文
帝

が
自
ら
動
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
平
時
に
甘
泉
、
雍
、
朧
西
、
代
と
い
っ
た
地
に
行
幸
し
て
い
る
（
表
■
）
。
こ
れ
ら
の
地
の
う
ち
、
甘
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
「
直
道
」
の
出
発
点
と
し
て
軍
事
的
な
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
朧
西
と
代
は
旬
奴
の
侵
攻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
直
接
受
け
る
地
域
で
あ
り
、
雍
は
秦
の
旧
都
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
軍
事
に
関
連
す
る
設
備
等
も
充
実
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
従
っ
て

57　（597）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
帝
期
の
行
幸
は
、
軍
事
拠
点
な
い
し
軍
事
的
要
地
の
査
察
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
景
豊
代
に
は
和
親
が
継
続
し
て
い
た
が
、
武
帝
の
元
光
二
年
、
馬
邑
の
役
を

峡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
契
機
と
し
て
漢
と
飼
奴
の
関
係
は
悪
化
し
た
。
景
品
に
は
行
幸
の
記
録
が
な
く
、
回

収
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帝
の
元
光
二
年
以
降
、
雍
と
甘
泉
へ
の
行
幸
が
み
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

騨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
変
化
と
一
致
す
る
。
元
朔
、
元
狩
年
間
の
戦
果
に
よ
り
⊥
口
同
祖
以
来
の
漢
と
萄
奴
の

勅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
関
係
は
逆
転
し
た
が
、
戦
い
は
武
断
の
治
世
を
通
じ
て
継
続
し
た
。
『
史
記
』
巻

文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
○
旬
奴
列
伝
に
元
封
六
年
の
こ
と
と
し
て
、
「
此
れ
自
り
の
後
、
単
干
益
ま
す

ロ
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
北
し
、
左
方
の
紫
雲
中
に
直
た
り
、
右
方
の
兵
酒
泉
、
徽
煙
郡
に
直
た
る
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
か
ら
、
西
北
辺
郡
が
旬
奴
の
主
力
と
相
対
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
の
地
へ
の
巡
幸
が
、
旬
奴
を
強
く
意
識
し
た
行
動
だ
っ
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
元
封
四
年
以
降
に
武
帝
の
巡
幸
地
と
し
て
頻
出
す
る
回
中
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
元
封
四
年
の
巡
幸
に
つ
い
て
、
武
帝
紀
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
冬
十
月
、
雍
に
行
幸
し
、
五
時
を
嗣
る
。
回
中
道
を
通
じ
、
遂
に
北
の
か
た
薫
関
よ
り
出
で
、
独
鹿
、
鳴
沢
を
歴
、
藤
豆
り
還
り
て
河
東
に
幸
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
牙
関
の
位
置
や
役
割
に
関
し
て
は
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
武
帝
紀
の
記
述
と
、
文
帝
十
四
年
に
旬
奴
が
瀟
関
を
突
破
し
て
「
回
中

宮
」
を
襲
撃
し
た
と
い
う
記
録
に
よ
る
限
り
、
回
中
が
雍
と
埋
草
の
間
の
交
通
路
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
た
だ
、
雍
か
ら
繭
関
を
通
過
し
て
西
北
方
面
に
向
か
う
巡
幸
は
す
で
に
元
鼎
五
年
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
煙
涛
四
年
の
段
階
で
は
じ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

道
が
通
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
回
申
道
」
を
通
じ
る
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
、
従
来
あ
っ
た
道
の
整
備
な
い
し
拡
張
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
、

西麿　　年月／季節　　　　行　　幸　　先

※3年5月、北地、河南に旬奴宝冠。

前177 3年5月 ①甘泉②高書③太原④長安

前170 10年冬 甘泉

※14年冬、北地、朝那、瀟関、月中に旬奴来日。

前165 15年4月 雍［五時］

前162 後2年夏 雍の械陽宮

前16ユ 後3年2月 代

前159 後4年5月 雍

前158 後5年正月 随西

後5年3月 雍

後5年7月 代

※後6年冬、上郡、雲中、代に飼奴来冠
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そ
の
背
景
に
は
、
西
域
に
対
す
る
活
動
の
活
発
化
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
朔
三
年
に
西
域
よ
り
帰
還
し
た
張
舞
の
報
告
を
受
け
て

以
来
、
武
帝
は
西
域
の
人
々
を
招
来
す
る
こ
と
に
強
い
関
心
を
抱
き
、
三
鼎
二
年
の
張
簿
の
五
三
派
遣
を
契
機
と
し
て
、
西
域
諸
国
よ
り
使
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
や
っ
て
く
る
と
と
も
に
、
漢
側
か
ら
も
盛
ん
に
使
者
を
派
遣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
際
、
通
路
と
な
っ
た
河
西
地
域
と
関
心
と
を
繋
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

位
置
に
あ
っ
た
の
が
、
薫
関
や
「
回
中
道
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
封
三
年
の
五
師
、
模
繭
へ
の
出
兵
、
太
初
元
年
の
大
宛
遠
征
は
、
軍

用
道
路
と
し
て
の
「
回
中
道
」
の
整
備
と
関
連
す
る
だ
ろ
う
。

　
今
の
と
こ
ろ
回
中
に
は
、
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
可
能
性
以
外
に
、
巡
幸
の
目
的
地
と
な
る
よ
う
な
理
由
が
見
出
せ
な
い
。
状
況
証
拠
に
推

論
を
重
ね
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
回
中
も
ま
た
、
甘
泉
や
西
北
辺
郡
と
並
ん
で
、
旬
奴
や
西
域
を
意
識
し
た
武
帝
の
査
察
の
対
象
と
な
っ
た
と
考

え
て
お
き
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
軍
事
的
要
地
へ
の
巡
幸
に
は
、
来
冠
に
対
す
る
防
衛
態
勢
の
査
察
の
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
も
、

出
撃
の
準
備
状
況
の
査
察
、
す
な
わ
ち
出
征
し
て
い
く
将
士
に
対
す
る
査
察
あ
る
い
は
壮
行
と
い
っ
た
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
太
初
元
年
八
月
に
武
帝
は
安
定
へ
行
幸
す
る
が
、
こ
の
時
、
李
広
利
が
大
宛
遠
征
に
出
発
し
て
い
る
。
ま
た
天
漢
二
年
春
、
武
芸
は
東
海
に

巡
幸
し
た
後
に
回
覧
に
行
幸
し
、
五
月
に
は
李
広
利
が
酒
泉
か
ら
出
撃
し
て
右
賢
王
と
戦
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
天
漢
四
年
目
正
月
、
上
帝
は
甘

泉
宮
に
お
い
て
諸
侯
王
と
朝
会
し
た
後
、
李
広
利
を
は
じ
め
と
し
た
将
軍
た
ち
を
朔
方
や
五
原
な
ど
か
ら
出
撃
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
巡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

幸
の
目
的
地
と
時
期
が
、
出
兵
の
地
点
と
時
期
と
に
近
接
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
巡
幸
と
出
兵
の
近
接
性
だ
け
で
、
巡
幸
に
将
士
の
壮
行
と
い
う
閉
的
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
実
際
に
武
帝
が
将
士
を
送
り

出
し
た
例
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
征
和
三
年
、
黒
奴
が
足
を
縛
っ
た
馬
を
置
き
去
る
と
い
う
奇
妙
な
事
件
が
報
告
さ
れ
、
そ
れ
を
宮
寒
雷
に
謀

っ
た
と
こ
ろ
皆
が
吉
兆
と
し
た
た
め
に
李
広
利
に
出
兵
さ
せ
た
経
緯
を
、
武
帝
が
後
年
の
詔
に
お
い
て
回
顧
す
る
中
に
み
え
る
。

　
公
車
の
方
士
、
太
史
の
治
星
、
望
気
、
及
び
太
ト
の
亀
著
、
皆
な
以
為
く
、
吉
な
り
、
肩
書
必
ず
破
る
、
時
、
再
び
は
得
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
、
と
。
又
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
な

　
曰
く
、
北
の
か
た
伐
ち
て
将
を
行
か
し
む
る
に
、
鷺
山
に
於
け
る
や
必
ず
克
て
り
、
と
。
諸
将
を
謳
う
に
、
弐
師
最
も
吉
な
り
。
故
に
朕
、
親
ら
弐
師
を
発
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し
て
翻
山
を
下
り
、
之
に
塾
し
て
必
ず
深
く
入
る
母
か
ら
し
む
。
今
ま
計
謀
卦
兆
、
皆
な
反
漏
す
。
…
…
（
『
漢
黛
島
巻
九
六
西
域
伝
下
渠
翠
條
）

　
武
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
征
和
三
年
正
月
、
武
帝
は
雍
で
郊
祀
を
行
い
、
安
定
、
北
地
へ
巡
幸
し
て
い
る
。
一
方
、
李
広
利
は
三
月
に
五
原
か
ら

出
撃
し
て
い
る
た
め
、
両
者
の
行
動
は
一
致
し
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
に
み
え
る
「
騨
山
」
の
地
理
的
位
置
も
は
っ
き
り

　
　
⑩

し
な
い
。
し
か
し
詔
に
よ
る
限
り
、
武
帝
が
征
和
三
年
の
出
征
に
際
し
て
李
広
利
を
自
ら
送
り
出
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
現
段
階
で
は
推

論
の
域
を
出
な
い
が
、
軍
事
的
要
地
へ
の
巡
幸
に
、
防
衛
及
び
出
撃
態
勢
の
査
察
と
と
も
に
、
将
士
の
壮
行
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
可
能
性
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
な
お
、
西
域
伝
の
詔
が
記
す
、
出
兵
の
前
に
占
い
を
専
門
と
す
る
技
術
者
た
ち
が
集
い
、
戦
い
や
将
軍
の
吉
不
吉
に
関
す
る
占
い
を
行
っ
て

い
た
事
実
は
、
封
禅
書
に
記
さ
れ
る
、
南
越
征
伐
や
大
駆
遠
征
に
先
立
っ
て
戦
勝
祈
願
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
同
類
と
考
え
ら
れ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
⑪

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
第
一
章
で
ふ
れ
た
よ
う
に
西
北
辺
郡
へ
巡
幸
に
向
か
う
際
、
雍
な
い
し
甘
泉
に
お
け
る
郊
祀
の
挙
行
を
経
て
出

発
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
と
併
せ
て
考
え
た
場
合
、
船
舶
と
い
う
祭
儀
の
性
質
に
関
わ
っ
て
く
る
。
郊
祀
に
論
点
を
移
そ
う
。
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第
二
節
　
郊
祀
の
軍
轟
的
性
質

　
武
帝
は
内
史
地
域
の
雍
五
時
と
甘
泉
泰
時
、
及
び
河
東
郡
の
扮
陰
陰
土
壌
の
三
つ
の
紀
場
に
行
幸
し
て
郊
祀
を
挙
行
し
た
。
こ
の
前
漢
に
固

有
の
魚
心
体
制
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
は
か
っ
て
論
じ
た
が
、
武
帝
が
こ
れ
ら
の
地
で
郊
祀
を
行
っ
た
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

そ
の
点
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
高
祖
の
二
年
（
前
二
〇
五
）
、
高
祖
は
秦
が
伝
統
的
に
上
帝
を
祭
っ
て
き
た
四
つ
の
祀
場
、
雍
の
四
時
を
継
承
す
る
と
と
も
に
、
五
徳
終
始
説

に
仮
託
し
て
一
時
を
加
え
、
こ
こ
に
お
い
て
秦
の
雍
四
時
は
漢
の
雍
五
時
と
な
っ
た
。
文
帝
、
景
帝
は
と
も
に
一
等
の
み
こ
こ
で
郊
祀
を
行
っ

た
。
武
帝
は
元
光
二
年
に
は
じ
め
て
雍
に
行
幸
し
て
以
降
、
断
続
的
に
雍
五
時
の
郊
祀
を
行
っ
た
。
雍
五
時
の
郊
祀
が
継
続
し
た
理
由
は
、
春

秋
時
代
以
来
数
百
年
の
伝
統
に
裏
付
け
さ
れ
た
権
威
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
雍
に
は
黄
帝
や
周
王
が
雍
で
祭
祀
を
行
っ
た
と
い
う
伝
説
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⑬

も
あ
っ
た
。

　
沿
陰
后
土
祠
は
元
鼎
四
年
、
上
帝
1
1
天
を
祭
る
雍
五
時
の
対
偶
と
し
て
地
の
祭
祀
を
興
す
べ
き
、
と
い
う
武
帝
の
発
案
に
基
づ
い
て
創
設
さ

れ
た
。
沿
製
糖
霊
祠
の
設
置
と
祭
祀
が
行
わ
れ
た
翌
年
の
元
鼎
五
年
十
一
月
の
詔
に
（
本
文
五
三
頁
）
に
よ
れ
ば
、
親
里
祭
祀
の
主
目
的
は
豊

年
祈
願
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
こ
こ
の
祭
祀
を
経
て
西
北
辺
郡
に
赴
く
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
奉
書
の
地
が
選
ば
れ
た
理
由
は
地
形
的
な
適
合
性
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か
つ
て
文
理
の
時
に
鼎
が
沿
陰
に
出
現
す
る
と
の
予
言
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

り
、
廟
を
設
置
し
て
鼎
の
出
現
を
待
っ
た
と
い
う
経
緯
も
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
沿
五
聖
土
量
創
設
の
約
半
年
後
、
周
辺
か
ら
鼎
が

発
見
さ
れ
、
そ
の
鼎
が
天
よ
り
漢
王
朝
に
与
え
ら
れ
た
「
漢
鼎
」
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
。
武
帝
が
盾
土
の
祭
祀
を
継
続

的
に
行
い
、
郊
祀
の
一
角
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
鼎
と
い
う
漢
王
朝
の
支
配
を
正
当
化
す
る
象
徴
物
が
出
現
し
た
地
と
し
て
の

重
要
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
甘
泉
泰
時
は
沿
陰
后
土
創
設
の
翌
年
に
男
呼
甘
泉
宮
内
に
設
置
さ
れ
た
、
新
し
い
上
帝
二
天
の
早
場
で
あ
る
。
雍
五
時
が
五
徳
終
始
説
に
基

づ
い
て
五
帝
を
上
帝
と
す
る
の
に
対
し
、
甘
泉
泰
時
は
太
一
を
上
帝
と
し
て
五
帝
を
そ
の
佐
に
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
悪
神
を
置
く
。

上
帝
に
関
す
る
二
つ
の
異
な
る
解
釈
が
二
つ
の
祀
場
と
と
も
に
並
存
し
、
そ
の
こ
と
自
体
は
全
く
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
神
々
や

祭
祀
に
関
す
る
多
様
な
観
念
を
多
様
な
ま
ま
包
摂
し
、
祭
祀
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
武
豊
の
姿
勢
と
理
念
と
が
こ
こ
に
表
わ
れ
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
雲
陽
甘
泉
宮
が
泰
時
の
設
置
場
所
と
な
っ
た
複
数
の
理
由
は
す
で
に
鷲
尾
祐
子
氏
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
封
禅
書
の
記
す
方
士
公

孫
卿
の
「
黄
帝
、
万
霊
に
明
廷
に
接
す
。
明
廷
な
る
者
は
、
甘
泉
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
、
泰
明
の
創
設
と
郊
祀
の
挙
行
と
し
て
具
体
化
し
た

点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
「
明
廷
」
を
甘
泉
に
比
定
す
る
見
解
は
、
皇
帝
と
神
々
と
の
関
係
に
お
い
て
甘
泉
と
い
う
場
所
を
特
別
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め

ま
た
、
鼎
の
処
置
に
関
し
て
有
司
が
「
鼎
、
宜
し
く
祖
禰
に
籍
し
、
帝
廷
に
蔵
し
、
以
て
明
応
に
合
す
べ
し
」
（
封
禅
書
）
と
い
い
、
鼎
が
甘
泉
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宮
に
収
め
ら
れ
た
経
緯
に
み
え
る
甘
泉
に
対
す
る
認
識
に
通
底
す
る
だ
ろ
う
。

　
甘
泉
泰
時
に
お
け
る
郊
祀
挙
行
の
目
的
に
つ
い
て
、
筆
者
は
か
つ
て
そ
の
祭
儀
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
考
察
し
、
皇
帝
が
天
下
万
民
の
た
め
に

太
一
や
五
帝
と
い
っ
た
神
々
を
歓
待
し
、
天
下
の
安
定
と
農
事
の
成
就
に
直
結
す
る
万
物
の
循
環
運
動
の
つ
つ
が
な
い
継
続
に
よ
る
天
下
太
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
祈
願
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
い
う
結
論
を
出
し
た
。
一
方
、
渡
辺
信
一
郎
氏
は
、
『
漢
書
』
礼
楽
志
郊
祀
歌
全
十
九
章
の
分
析
に
基
づ
き
、

雲
陽
甘
泉
宮
の
祭
祀
空
間
及
び
政
治
空
間
と
し
て
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
中
で
、
甘
泉
宮
が
軍
事
的
要
地
で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
郊
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
お
い
て
皇
帝
の
軍
事
的
威
烈
が
宣
揚
さ
れ
た
と
し
て
、
郊
祀
に
は
軍
事
的
な
祈
願
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
を
筆
者

の
か
つ
て
の
考
察
に
加
味
す
れ
ば
、
甘
泉
泰
時
で
挙
行
さ
れ
る
郊
祀
に
は
、
旬
奴
に
対
す
る
軍
事
的
制
圧
が
完
成
し
継
続
す
る
こ
と
へ
の
願
い

が
込
め
ら
れ
、
こ
れ
が
農
事
成
就
の
祈
願
と
あ
わ
せ
両
輪
と
な
っ
て
、
天
下
太
平
の
祈
願
を
形
成
し
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
方
の
雍
五
時
郊
祀
に
軍
事
的
性
質
が
存
す
る
か
否
か
は
史
料
上
で
確
認
す
る
こ
と
が
難
し
い
が
、
甘
泉
泰
時
と
雍
五
時
の
郊
祀
の
目
的
が

異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
有
力
な
証
拠
も
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
二
祀
場
に
お
け
る
郊
祀
に
は
と
も
に
軍
事
的
成
功
を
祈
願
す
る
目
的
が
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ま
れ
、
そ
れ
を
完
了
し
て
西
北
辺
郡
へ
の
巡
幸
が
行
わ
れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
数
百
年
来
の
伝
統
の
上
に
あ
る
雍
五
時
、
漢
王
朝
に
正
統
性
を
与
え
る
鼎
の
出
現
と
関
わ
る
沿
陰
茎
土
祠
、
軍
事
的
な
要
地
に
あ
っ
て
古
帝

王
も
神
々
の
祭
祀
を
行
っ
た
伝
説
を
も
つ
甘
泉
泰
時
と
い
う
、
そ
の
土
地
で
祭
祀
を
行
う
必
然
性
と
神
秘
性
と
を
そ
れ
ぞ
れ
に
兼
ね
備
え
た
三

つ
の
冬
場
に
赴
い
て
垂
下
を
挙
行
す
る
こ
と
は
、
武
帝
に
と
っ
て
漢
王
朝
の
支
配
と
皇
帝
の
権
力
を
正
当
化
す
る
上
で
重
要
な
意
義
を
も
っ
て

い
た
。
旬
奴
と
対
峙
す
る
「
西
」
の
領
域
に
お
け
る
軍
事
的
な
必
要
性
を
背
景
と
し
て
、
軍
事
的
要
地
の
査
察
と
、
権
力
の
正
当
性
を
示
す
重

要
な
祀
場
に
お
け
る
軍
事
的
成
功
の
祈
願
を
含
ん
だ
祭
儀
の
挙
行
と
が
交
わ
っ
て
構
成
さ
れ
た
の
が
、
「
西
」
の
巡
幸
で
あ
っ
た
。

　
最
後
に
祀
場
構
造
と
祭
儀
か
ら
導
か
れ
る
甘
泉
丹
心
の
性
質
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
甘
泉
泰
時
は
、
神
々
の
住
ま
う
山
と
観
念
さ
れ
た
「
箆

倫
」
を
模
し
た
太
一
壇
を
中
心
に
悪
神
を
配
置
す
る
構
造
を
も
ち
、
皇
帝
に
よ
る
拝
礼
を
中
心
と
し
た
祭
儀
の
他
、
巫
祝
が
神
々
を
お
ろ
し
、

女
楽
や
童
男
女
が
夜
通
し
歌
唱
や
舞
楽
を
奏
し
た
。
そ
の
際
、
「
常
に
神
光
の
流
星
の
如
き
も
の
、
黒
藻
に
止
聾
す
る
こ
と
有
り
」
（
『
漢
書
臨
礼
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楽
聖
）
と
い
う
現
象
が
あ
っ
た
と
い
う
。
参
列
者
は
こ
の
よ
う
な
現
象
を
神
々
の
降
臨
と
み
な
し
た
で
あ
ろ
う
。
甘
泉
泰
時
の
郊
祀
も
ま
た
、

主
宰
者
で
あ
る
武
帝
の
「
功
徳
」
に
応
じ
て
神
々
の
集
う
場
と
し
て
、
封
禅
と
共
通
の
性
質
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

前漢武帝の巡幸（目黒）

①
第
…
油
注
⑪
参
照
。

②
辛
徳
勇
氏
『
秦
漢
政
区
与
辺
界
地
理
研
究
』
（
申
華
轡
局
、
二
〇
〇
九
年
）
参

　
照
。

③
『
史
記
㎞
五
五
秦
本
紀
に
、
「
徳
公
元
年
、
初
意
魚
雷
、
種
痘
宮
。
以
犠
三
百
牢

　
祠
紐
虫
。
卜
居
雍
。
後
子
孫
飲
馬
於
河
」
と
あ
る
。

④
『
史
記
㎞
巻
二
〇
旬
奴
列
伝
に
、
呉
楚
七
国
の
預
出
の
こ
と
と
し
て
、
「
自
是

　
露
塵
、
叢
論
帝
復
与
蘭
語
和
親
、
通
関
市
、
給
遺
旬
奴
、
遣
公
主
、
如
故
約
。
終

　
孝
景
時
、
時
小
入
盗
辺
、
無
大
冠
」
と
あ
り
、
ま
た
馬
喰
の
役
後
の
こ
と
と
し
て
、

　
「
自
是
之
後
、
旬
奴
絶
和
親
、
攻
当
路
塞
、
往
往
三
層
於
漢
辺
、
不
可
勝
数
。
然

　
旬
奴
食
、
尚
楽
関
市
、
嗜
漢
財
物
、
漢
亦
尚
関
市
超
絶
以
中
之
」
と
あ
る
。
た
だ

　
し
王
先
謙
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
隅
漢
書
』
巻
五
景
帝
紀
に
は
三
度
の
来
冠

　
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
漢
が
河
南
を
奪
取
し
た
の
は
元
朔
工
年
で
、
武
帝

　
が
は
じ
め
て
甘
泉
に
行
幸
し
た
の
は
翼
翼
四
年
前
が
、
旬
奴
列
伝
に
こ
の
頃
の
こ

　
と
と
し
て
、
「
旬
奴
右
翼
王
、
怨
漢
奪
之
河
南
地
而
築
島
方
、
数
宝
冠
盗
辺
、
及

　
入
河
南
、
侵
三
朔
方
、
殺
略
吏
民
其
衆
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
朔
四
年
頃
は
甘

　
泉
以
北
が
緊
張
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
最
中
の
甘
泉
行
幸
に
軍
事

　
的
な
意
図
が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

⑤
第
一
章
注
⑧
前
掲
大
櫛
氏
論
文
参
照
。
ま
た
劉
樹
友
氏
「
蒲
関
考
」
（
噸
中
国
歴

　
史
地
理
論
叢
㎞
二
〇
巻
三
輯
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、
瀟
関
の
位
置
に
関
す
る
典
籍

　
の
記
述
と
諸
家
の
説
を
整
理
し
、
実
地
調
査
を
ふ
ま
え
た
位
置
比
定
を
行
っ
て
い

　
る
。

⑥
聖
帝
期
の
門
回
中
宮
」
は
、
『
史
記
』
衝
奴
列
伝
に
、
「
漢
孝
文
皇
帝
十
四
年
、

　
飼
奴
単
寧
十
四
万
騎
入
朝
那
、
蒲
関
、
殺
量
地
都
尉
印
、
虜
人
民
畜
産
甚
多
、
遂

　
至
彰
陽
。
使
奇
兵
入
焼
回
中
宮
、
候
騎
至
雍
甘
泉
」
と
あ
る
中
に
み
え
る
。
元
鼎

　
五
年
の
巡
幸
に
つ
い
て
は
第
一
章
注
⑫
平
準
書
参
照
。
な
お
、
始
皇
帝
二
十
七
年

　
の
巡
幸
に
「
過
回
中
」
（
噸
史
記
㎞
巻
六
秦
始
皇
本
紀
）
と
あ
る
た
め
、
脳
中
を
通

　
過
す
る
道
は
始
皇
帝
な
い
し
そ
れ
以
前
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鶴
間

　
和
幸
氏
は
、
始
皇
帝
二
十
七
年
巡
幸
の
経
路
を
復
元
す
る
際
に
武
帝
の
巡
幸
に
も

　
需
及
し
、
「
回
中
道
」
と
は
「
六
盤
山
系
か
ら
細
水
に
出
る
迂
回
す
る
山
道
で
あ

　
ろ
う
」
と
す
る
（
「
秦
長
城
建
設
と
そ
の
歴
史
的
背
景
」
［
『
学
習
院
史
学
』
三
五

　
号
、
一
九
九
七
年
］
）
。

⑦
『
史
記
』
巻
＝
＝
二
大
宛
列
伝
参
照
。

⑧
諏
宗
義
氏
『
漢
代
国
内
陸
路
交
二
軸
』
（
『
新
亜
研
究
所
専
刊
㎞
、
一
九
六
七
年
）
、

　
及
び
王
開
氏
主
計
『
三
皇
古
代
道
路
交
通
史
』
（
人
民
交
通
出
版
社
、
一
九
八
九

　
年
）
参
照
。
な
お
、
隔
山
一
帯
が
河
西
地
域
と
の
交
通
上
の
要
地
で
あ
っ
た
こ
と

　
は
、
後
漢
初
期
に
こ
の
地
が
光
武
帝
と
随
器
政
権
の
攻
防
の
舞
台
と
な
っ
た
こ
と

　
に
よ
っ
て
わ
か
る
（
『
後
漢
書
』
列
伝
第
三
玉
器
列
伝
、
同
第
五
来
鍬
列
伝
）
。

⑨
注
⑥
前
掲
鶴
間
氏
論
文
で
は
、
秦
に
重
陽
か
ら
西
北
三
郡
そ
れ
ぞ
れ
に
通
じ
る

　
道
路
と
し
て
、
潤
水
沿
い
の
朧
西
ル
ー
ト
、
浬
水
沿
い
の
磁
瓶
ル
ー
ト
、
甘
泉
を

　
出
発
点
と
す
る
上
郡
ル
ー
ト
の
三
本
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
藤
田
勝
久
氏
は
、

　
秦
薬
圃
中
の
交
逓
に
つ
い
て
、
天
水
放
馬
灘
秦
墓
繊
土
の
地
図
の
分
析
に
よ
り
河

　
川
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
「
戦
国
秦
の
領
域
形
成
と
交
通
路
扁
［
平
成
二
、

　
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
一
般
研
究
（
B
）
研
究
成
果
報
告
書
『
出
土
文
物
に
よ

　
る
中
国
古
代
社
会
の
地
域
的
研
究
㎞
、
一
九
九
二
年
］
）
。
こ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て

　
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
、
河
西
方
面
か
ら
の
出
兵
と
安
定
及
び
北
地
本
行
幸
、
朔
方

　
方
面
か
ら
の
出
兵
と
甘
泉
行
幸
と
を
そ
れ
ぞ
れ
関
連
付
け
て
み
た
が
、
全
て
の
事
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例
に
お
い
て
関
連
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
注
⑧
蔚
掲
書
㎎
映
西
古

　
代
道
路
交
侍
史
』
で
は
、
甘
泉
か
ら
西
行
し
て
安
定
郡
に
逓
じ
る
ル
ー
ト
の
存
在

　
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑩
顔
師
古
注
に
は
「
勘
山
、
山
名
。
謝
、
古
型
字
」
と
あ
る
。
徐
松
『
漢
書
西
域

　
伝
補
注
』
巻
下
に
、
「
按
、
旬
奴
伝
、
歯
磨
弍
師
将
軍
七
万
人
出
引
上
。
則
翻
山

　
者
、
相
原
塞
外
山
也
」
と
あ
り
、
李
広
利
の
出
撃
地
点
に
あ
わ
せ
て
「
融
山
扁
の

　
位
概
を
比
定
し
て
い
る
。
な
お
顔
師
古
注
に
従
い
「
融
山
」
が
「
釜
山
」
で
あ
る

　
と
す
れ
ば
、
『
史
記
』
五
帝
本
紀
に
黄
帝
の
事
績
と
し
て
「
北
逐
輩
粥
、
合
符
釜

　
山
」
と
あ
る
の
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
が
、
門
遠
山
」
の
位
遣
を
特
定
す
る
も

　
の
で
は
な
い
。

⑪
『
史
記
㎞
封
禅
書
に
、
元
鼎
五
年
の
こ
と
と
し
て
「
其
秋
、
為
重
南
越
、
告
祷

　
太
一
、
漆
喰
荊
画
革
、
日
月
北
斗
登
龍
、
以
象
天
＝
瓢
星
、
為
太
～
鋒
、
命
日
霊

　
旗
。
為
兵
祷
、
則
太
史
愚
論
指
所
伐
国
」
と
あ
り
、
ま
た
太
初
発
年
の
こ
と
と
し

　
て
「
是
歳
、
西
伐
大
宛
、
蛙
大
起
。
丁
夫
人
、
雛
陽
虞
初
等
、
以
方
胴
誼
旬
奴
、

　
大
要
焉
」
と
あ
る
。

⑫
拙
稿
「
前
漢
設
題
期
に
お
け
る
郊
紀
体
制
の
成
立
－
甘
泉
泰
時
の
分
析
を
中

　
心
に
一
」
（
噸
史
林
』
八
六
巻
六
号
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。
鷲
尾
祐
子
氏
門
前

　
漢
郊
祀
制
度
研
究
序
説
一
成
七
時
郊
肥
改
革
以
前
に
つ
い
て
一
」
（
立
命
館

　
東
洋
史
学
会
叢
書
二
糊
申
国
古
代
史
論
叢
㎞
所
収
、
二
〇
〇
四
年
）
は
郊
鵜
定
期

　
化
の
過
程
を
詳
細
に
検
討
し
て
お
り
、
ま
た
拙
稿
に
対
す
る
批
判
も
附
さ
れ
て
い

　
る
。
な
お
、
第
二
章
注
⑤
に
あ
げ
た
軍
需
中
氏
著
書
は
、
漢
代
の
郊
祀
、
宗
廟
、

　
社
穫
な
ど
の
祭
祀
制
度
と
そ
の
運
営
に
つ
い
て
広
汎
に
論
述
し
て
い
る
。

⑬
㎎
史
記
㎞
封
禅
書
に
文
公
の
時
の
こ
と
と
し
て
、
「
自
実
作
三
二
也
、
而
雍
考
故

　
有
呉
陽
武
時
、
雍
東
麿
好
時
、
皆
廃
無
祠
。
陰
日
、
自
古
習
雍
州
積
高
神
明
之
険
、

　
故
立
時
、
郊
上
帝
。
諸
神
澗
皆
聚
云
。
蓋
黄
帝
時
嘗
用
事
、
錐
晩
周
亦
郊
焉
。
其

　
語
不
経
見
、
繕
紳
者
不
道
」
と
あ
る
。

⑭
『
史
記
』
封
禅
書
に
、
「
（
新
垣
）
痴
言
日
、
周
銀
瓶
、
醸
酒
水
中
。
今
河
溢
通

　
浬
、
臣
望
東
北
、
沿
墨
筆
有
金
宝
気
、
意
周
鼎
其
出
典
。
兆
見
不
迎
、
則
不
至
。

　
於
是
上
使
使
治
廟
沿
陰
南
臨
河
、
欲
祠
出
周
鼎
」
と
あ
る
。
な
お
民
国
期
の
沿
陰

　
后
土
澗
遺
玩
発
掘
に
関
わ
る
論
考
と
し
て
衛
一
思
氏
口
耳
陰
陰
蕃
土
祠
遺
肚
的
発

　
現
一
附
発
掘
計
画
1
」
（
㎎
東
方
雑
誌
㎞
二
六
1
～
九
、
～
九
二
九
年
）
が
あ

　
り
、
そ
の
中
で
文
墨
が
設
置
し
た
廟
と
武
帝
の
沿
陰
廻
田
祠
と
は
場
所
が
異
な
る
、

　
と
さ
れ
て
い
る
。

⑮
注
⑫
前
掲
鷲
尾
氏
論
文
。

⑯
注
⑫
前
掲
拙
稿
、
及
び
拙
稿
「
後
漢
語
祀
制
と
㎎
元
始
故
事
ヒ
（
魍
九
州
大
学

　
東
洋
史
論
集
』
三
六
号
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

⑰
「
音
の
帝
国
－
前
漢
『
郊
祀
歌
㎞
十
九
章
の
祭
祀
空
間
と
政
治
空
間
」
（
『
国

　
境
を
こ
え
る
「
公
共
性
」
の
比
較
史
的
研
究
㎞
［
平
成
十
四
年
度
～
十
七
年
度
科

　
学
研
究
費
補
助
金
基
礎
研
究
（
B
X
二
）
研
究
成
果
報
告
書
｝
、
一
δ
〇
六
年
）
参

　
照
。

⑱
注
⑰
前
掲
渡
辺
氏
論
文
で
は
、
郊
祀
歌
に
お
い
て
祭
儀
の
対
象
と
な
っ
た
神
格

　
は
、
太
一
、
后
土
、
五
帝
と
さ
れ
、
ま
た
后
土
の
祭
祀
歌
と
み
な
さ
れ
る
第
二
章
、

　
第
十
二
章
、
第
十
四
章
に
も
三
秋
の
制
圧
を
表
わ
す
歌
詞
が
み
え
る
。
郊
記
歌
は

　
甘
泉
泰
嚇
傍
心
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『
漢
書
㎞
礼
楽
志
に

　
「
至
武
帝
定
図
星
之
礼
、
祠
太
一
於
甘
泉
、
就
乾
位
也
。
祭
后
土
於
清
陰
、
沢
中

　
方
丘
也
。
乃
立
楽
府
、
朱
詩
夜
訥
、
有
趙
、
代
、
秦
、
楚
之
纒
。
廻
報
延
年
為
協

　
律
都
尉
、
多
挙
司
馬
相
如
等
数
十
人
造
為
詩
賦
、
略
論
律
呂
、
以
合
八
音
之
調
、

　
作
十
九
章
之
歌
扁
と
あ
り
、
沿
三
后
土
の
祭
紀
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が

　
あ
る
。
三
つ
の
露
場
の
来
歴
や
構
造
は
異
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
る
目
的

　
で
祭
祀
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
重
な
り
合
っ
て
い
た
と
す
る
の
が

　
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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前漢武帝の巡幸（目黒）

第
四
章
　
巡
幸
に
み
る
三
十
の
権
力
構
造
　
　
泰
山
・
甘
泉
・
長
安

　
こ
こ
ま
で
、
武
帝
の
巡
幸
を
二
つ
の
構
造
に
大
別
し
、
「
東
」
の
巡
幸
に
お
い
て
は
封
禅
が
、
「
西
」
の
巡
幸
に
お
い
て
は
郊
祀
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
そ
の
申
で
、
封
禅
と
郊
祀
が
と
も
に
、
神
々
が
集
ま
る
と
い
う
共
通
す
る
一
面
を
も
っ
て
い

た
こ
と
も
指
摘
し
た
。
た
だ
し
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
儀
を
厳
密
に
比
較
す
れ
ば
、
異
な
る
点
も
ま
た
多
い
。
二
つ
の
祭
儀
は
相
似
形
に
策
定
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
で
は
な
く
、
と
く
に
封
禅
の
祭
儀
に
つ
い
て
は
本
稿
で
言
及
し
き
れ
な
か
っ
た
要
素
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
共
通
す
る
面
に
着
目

し
、
祭
儀
の
場
と
な
っ
た
泰
山
と
甘
泉
の
共
通
性
な
い
し
対
置
性
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
示
す
武
帝
の
皇
帝
権
力
の
有
り
様
と
巡

幸
事
業
の
意
義
を
考
察
し
た
い
。

　
前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
再
訴
は
「
西
」
の
領
域
に
お
い
て
三
つ
の
隠
場
へ
行
幸
し
郊
祀
を
挙
行
す
る
こ
と
で
、
権
力
の
正
当
性
を
顕
示
し

た
。
そ
の
申
で
も
中
核
と
な
っ
た
の
は
、
軍
事
的
要
地
で
あ
り
、
か
つ
神
々
の
集
ま
る
吊
雲
、
甘
泉
黒
影
の
あ
る
雲
陽
甘
泉
宮
で
あ
っ
た
。
一

方
「
東
」
の
領
域
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
の
始
皇
帝
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
領
域
に
出
御
し
巡
幸
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
、
皇
帝
の
支
配
を
強

固
な
ら
し
め
る
意
義
が
あ
っ
た
が
、
傍
受
は
さ
ら
に
権
力
の
正
当
性
を
示
す
祭
儀
の
挙
行
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ

が
封
禅
で
あ
る
。
郊
祀
と
封
禅
の
祭
儀
は
、
武
帝
が
「
功
徳
」
に
よ
っ
て
神
々
と
交
感
す
る
様
を
可
視
的
に
顕
示
す
べ
く
設
定
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
神
々
が
集
ま
る
泰
山
と
甘
泉
は
、
～
方
で
人
間
の
参
集
す
る
場
と
し
て
も
整
備
さ
れ
た
。

　
泰
山
か
ら
み
て
い
こ
う
。
第
一
回
封
禅
挙
行
後
、
武
帝
は
今
後
五
年
ご
と
に
封
禅
を
挙
行
す
る
こ
と
を
決
め
、
泰
山
に
邸
を
つ
く
る
よ
う
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

侯
に
命
じ
、
翌
元
船
二
年
、
泰
山
の
ふ
も
と
に
言
論
が
建
設
さ
れ
た
。
こ
う
い
つ
た
動
き
に
は
、
封
禅
を
よ
り
多
機
能
か
つ
大
規
模
な
政
治
儀

礼
と
し
て
整
備
す
る
志
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
元
封
五
年
の
第
二
回
封
禅
に
は
新
た
に
黒
戸
に
お
け
る
行
事
が
加
わ
を
。

　
・
…
－
五
年
に
及
び
、
封
を
修
む
れ
ば
則
ち
太
…
・
五
帝
を
明
堂
の
上
坐
に
繁
り
、
高
皇
帝
の
祠
坐
を
し
て
之
に
対
せ
し
め
、
后
土
を
下
房
に
祠
る
に
、
二
十

　
太
牢
を
以
て
す
。
天
子
、
昆
書
道
従
り
入
り
、
始
め
て
明
堂
を
拝
す
る
に
、
郊
の
礼
の
如
く
す
。
礼
畢
わ
る
や
、
堂
下
に
瞭
す
。
而
し
て
上
、
又
た
泰
山
に
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③

　
上
り
、
自
ら
其
の
鎭
に
秘
嗣
す
る
こ
と
有
り
。
…
…
（
封
禅
書
）

　
こ
れ
に
よ
り
ま
ず
、
明
堂
が
太
一
・
五
帝
・
高
祖
・
言
辞
に
対
す
る
祭
祀
を
行
う
場
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
み
え
る

四
神
格
の
う
ち
、
三
神
格
は
豊
郷
の
対
象
で
あ
る
。
高
祖
の
祀
所
は
高
官
や
流
の
原
廟
、
郡
国
巡
な
ど
複
数
存
在
す
る
が
、
前
漢
皇
帝
の
即
位

の
場
所
と
し
て
用
い
ら
れ
る
長
安
の
高
廟
が
、
や
は
り
中
核
的
地
位
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
四
神
格
は
い
ず
れ
も
「
西
」
の
領
域
に
そ
れ

ぞ
れ
紀
場
を
も
つ
漢
王
朝
の
最
高
神
格
で
あ
る
。
こ
の
元
封
五
年
の
封
禅
に
つ
い
て
武
帝
紀
に
は
、

　
三
月
、
還
り
て
泰
山
に
至
り
封
を
増
す
。
甲
子
、
高
根
を
明
堂
に
祠
り
、
以
て
上
帝
に
配
し
、
因
り
て
諸
侯
王
列
侯
を
朝
し
、
郡
国
の
計
を
凹
く
。

と
あ
り
、
祭
儀
に
引
き
続
い
て
お
そ
ら
く
明
堂
で
、
諸
侯
朝
会
と
郡
国
上
計
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
第
二
章
の
考
察
と
あ
わ
せ
る
と
、
第
二
回
封
禅
の
儀
礼
は
、
「
物
口
神
」
の
集
う
封
禅
の
祭
儀
と
、
漢
王
朝
の
最
高
神
格
に
対
す
る
祭
儀
と
、

漢
王
朝
の
支
配
機
構
を
構
成
す
る
諸
侯
や
郡
国
の
代
表
者
が
参
集
す
る
儀
礼
的
行
事
の
三
つ
の
局
面
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ま
た
直
接
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
巡
幸
に
随
従
す
る
皇
宮
も
参
加
し
た
こ
と
は
予
想
し
縛
る
。

　
こ
れ
は
、
武
帝
の
権
力
の
正
当
性
（
正
統
性
）
が
、
高
祖
以
来
の
血
統
、
神
々
と
交
感
し
そ
れ
を
集
わ
し
め
る
「
功
徳
」
、
人
間
が
構
成
す
る

王
朝
の
支
配
機
構
と
そ
の
秩
序
の
掌
握
、
と
い
う
三
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
顕
示
す
る
封
禅
の
盛

儀
が
「
西
」
か
ら
「
東
」
の
領
域
に
移
動
し
て
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
天
下
に
は
依
然
と
し
て
「
西
」
（
漢
の
本
拠
地
）
と
「
東
」
（
旧
六
国
・
東

方
諸
侯
王
の
領
域
）
の
区
分
が
あ
る
現
実
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
漢
王
朝
と
武
帝
の
も
と
に
統
合
し
て
い
く
意
図
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
次
に
甘
泉
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
武
帝
期
に
お
け
る
甘
泉
宮
の
整
備
過
程
は
す
で
に
渡
辺
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
渡
辺
氏

は
元
亨
二
年
の
前
殿
の
設
置
が
甘
泉
宮
の
耳
掻
と
し
て
の
確
立
を
意
味
し
、
ま
た
こ
こ
で
正
月
に
郡
国
上
計
（
太
初
発
年
）
、
諸
侯
王
と
の
朝
会

（
国
元
二
年
）
、
外
国
の
賓
客
の
饗
応
（
太
始
三
年
）
と
い
っ
た
外
交
、
内
政
に
関
わ
る
政
務
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
泰
山
の
明

堂
と
甘
泉
宮
の
前
殿
の
建
造
が
と
も
に
元
封
二
年
で
あ
る
こ
と
は
、
両
者
の
関
連
な
い
し
計
画
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
封
禅
書
に
は
ま
た
、
太
初
元
年
の
こ
と
と
し
て
「
方
士
の
古
え
の
帝
王
の
甘
泉
に
呈
し
た
る
者
有
る
を
言
う
も
の
多
し
。
其
の
後
、
天
子
、
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蒲漢武帝の巡幸（目黒）

又
た
諸
侯
を
甘
泉
に
朝
し
、
甘
泉
、
諸
侯
の
邸
を
作
る
」
と
あ
り
、
泰
山
と
同
じ
く
甘
泉
に
も
、
朝
会
の
開
催
を
期
し
て
諸
侯
の
邸
が
建
設
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
厳
密
に
は
、
武
帝
紀
に
は
太
初
元
年
以
降
、
天
漢
四
年
に
至
っ
て
甘
泉
宮
で
諸
侯
朝
会
の
行
わ
れ
た
記
録
が
み
え
る
た
め
、
諸
侯
邸
の
建
設

は
天
漢
四
年
ま
で
く
だ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
十
数
年
の
間
に
泰
山
と
甘
泉
と
が
と
も
に
政
務
と
祭
儀
を
行
う
場
と
し
て
整
備
さ
れ
、
武
帝

の
死
去
に
至
る
ま
で
、
不
定
期
で
は
あ
る
が
実
際
に
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
方
士
の
言
説
に
お
い

て
甘
泉
が
「
都
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

　
前
漢
の
「
都
」
は
も
ち
ろ
ん
長
安
で
あ
り
、
漢
王
朝
の
中
核
部
分
が
存
す
る
拠
点
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
漢
王
朝
の

支
配
の
正
当
性
の
源
泉
、
高
趣
が
あ
り
、
ま
た
統
治
遂
行
の
機
能
が
集
中
し
、
諸
侯
や
官
僚
と
い
っ
た
支
配
機
構
を
構
成
す
る
人
間
が
参
集
す

る
儀
礼
も
通
常
は
そ
こ
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
長
安
の
有
り
様
は
、
高
祖
以
来
の
伝
統
的
な
皇
帝
権
力
の
構
造
を
示
す
と
と
も
に
、
漢
王

朝
の
「
西
」
へ
の
偏
在
を
そ
の
ま
ま
体
現
し
て
い
た
。

　
武
帝
は
こ
の
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、
新
た
な
要
素
を
加
え
て
皇
帝
権
力
を
更
薪
し
、
強
化
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
、
旬
奴
を
圧
し
て
西
域

に
ま
で
及
び
、
神
々
を
集
め
交
感
す
る
「
功
徳
」
と
、
「
東
」
の
領
域
の
掌
握
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
集
約
的
に
表
現
す
る
新
た
な
拠
点
と

し
て
整
備
さ
れ
た
の
が
、
古
帝
王
の
盛
儀
の
場
と
伝
え
ら
れ
る
泰
山
と
、
こ
れ
も
ま
た
古
帝
王
の
祭
祀
の
場
と
伝
え
ら
れ
、
か
つ
軍
事
的
要
地

で
あ
る
甘
泉
で
あ
っ
た
。
太
初
元
年
、
宇
宙
的
時
間
運
動
の
文
字
通
り
画
期
と
な
る
改
暦
が
行
わ
れ
た
こ
の
年
に
、
長
安
城
の
西
側
に
建
章
宮

が
建
設
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
、
皇
帝
権
力
の
更
新
に
関
連
し
た
、
伝
統
的
拠
点
長
安
の
更
新
と
み
な
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
安
、

甘
泉
、
泰
山
と
い
う
三
つ
の
拠
点
を
巡
り
祭
儀
を
挙
行
す
る
こ
と
は
、
漢
の
皇
帝
と
し
て
統
治
を
遂
行
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

⑥
る
。　

武
帝
は
「
東
」
「
西
」
両
領
域
を
繰
り
返
し
巡
幸
し
、
祭
儀
を
挙
行
す
る
こ
と
で
、
自
ら
が
神
々
と
交
感
す
る
「
功
徳
」
を
も
っ
て
天
下
に

君
臨
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
顕
示
し
た
。
た
だ
し
、
政
治
的
軍
事
的
情
勢
を
そ
れ
ぞ
れ
に
反
映
し
た
両
地
域
の
巡
幸
は
、
完
全
な
対
照
性
を
も
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⑦

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
相
互
に
完
全
に
独
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
附
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
女
帝
の
巡
幸
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
神
々
と
通
じ
る
「
功
徳
」
を
、
皇
帝
権
力
の
正
当
性
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
措
定
し
、
祭

儀
の
挙
行
を
通
じ
て
そ
れ
を
天
下
に
発
信
し
よ
う
と
す
る
志
向
で
あ
る
。
武
帝
が
巡
幸
を
終
え
た
後
、
も
し
く
は
そ
の
最
中
に
出
し
た
詔
は
、

前
章
ま
で
に
も
い
く
つ
か
と
り
あ
げ
た
が
、
祭
祀
に
応
じ
て
瑞
祥
が
出
現
し
た
こ
と
に
言
及
し
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
詔
は
、

武
帝
の
「
功
徳
」
を
地
方
末
端
に
ま
で
宣
伝
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
も
宣
伝
の
対
象
は
、
統
治
下
の
人
民
に
と
ど
ま
ら
な

か
っ
た
。
『
史
記
』
巻
＝
～
三
大
宛
列
伝
に
、
と
く
に
「
東
」
の
巡
幸
に
「
外
国
客
」
が
同
行
し
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
是
の
時
、
上
方
に
何
し
ば
海
上
を
巡
狩
し
、
乃
ち
悉
く
外
国
客
を
従
え
、
大
都
の
入
多
き
は
則
ち
之
を
過
ぎ
り
、
財
主
を
散
じ
て
以
て
賞
賜
し
、
厚
く
具
え

　
て
以
て
之
に
饒
給
し
、
以
て
漢
の
富
厚
を
覧
示
す
。
是
に
於
て
大
い
に
殻
抵
し
、
奇
戯
・
諸
も
ろ
の
怪
物
を
出
だ
し
、
多
く
馴
者
を
聚
わ
し
め
、
賞
賜
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め

　
い
、
酒
池
肉
林
し
、
外
国
客
を
し
て
編
く
各
お
の
の
倉
庫
聖
子
の
積
を
観
し
、
漢
の
広
大
な
る
を
見
し
、
之
を
傾
奏
せ
し
む
。
及
び
其
の
廻
者
の
工
を
加
え
、

　
而
し
て
敵
抵
・
奇
戯
、
歳
ご
と
に
増
変
し
、
甚
だ
盛
ん
に
し
て
益
ま
す
興
す
こ
と
此
れ
尽
り
始
む
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
外
国
客
」
を
同
行
さ
せ
た
の
は
、
王
朝
の
支
配
す
る
多
大
な
人
ロ
と
と
も
に
、
王
朝
が
富
と
娯
楽
と
を
人
民
に
惜
し
ま

ず
提
供
す
る
様
子
を
彼
ら
に
提
示
し
、
漢
の
豊
か
さ
を
知
ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
。
『
塩
要
論
晦
崇
礼
篇
第
三
七
に
み
え
る
大
炎
の
雷
葉
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

巡
幸
に
お
け
る
娯
楽
の
提
供
が
人
民
の
た
め
で
は
な
く
、
「
外
国
客
」
に
対
す
る
も
て
な
し
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
も
て
な
し

の
盛
大
さ
が
武
帝
の
徳
と
し
て
西
域
に
宣
伝
さ
れ
、
さ
ら
な
る
来
朝
を
招
来
す
る
こ
と
が
、
巡
幸
に
お
け
る
「
外
国
客
」
同
行
の
最
大
の
目
的

で
あ
っ
た
。

　
武
器
に
と
っ
て
、
旬
奴
の
排
除
を
前
提
と
す
る
「
外
国
客
」
の
来
朝
も
ま
た
、
「
物
」
の
出
現
と
同
じ
く
、
自
ら
の
「
功
徳
し
の
証
明
と
な

る
。
巡
幸
し
て
祭
儀
を
挙
行
し
、
先
々
で
の
賞
賜
に
多
額
を
費
や
し
、
歪
面
と
の
戦
い
を
続
け
西
域
に
も
軍
事
的
圧
力
を
か
け
た
の
は
、
「
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

徳
」
を
発
信
し
、
自
ら
が
構
築
し
た
権
力
と
「
皇
帝
」
と
い
う
君
主
の
像
と
を
維
持
し
続
け
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脊
も
て
神
籍
と
為
し
、
五
色
の
土
、
益
し
て
封
に
雇
う
」
の
部
分
で
あ
る
。
こ
れ

　
①
具
体
的
に
は
、
第
一
國
封
禅
の
祭
儀
の
中
に
み
え
る
、
「
江
瀧
の
問
の
一
茅
三
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は
封
禅
の
祭
具
や
祀
壇
な
い
し
工
場
の
有
り
様
と
そ
の
象
徴
性
を
伝
え
て
お
り
、

　
武
帝
封
禅
の
本
質
に
関
わ
っ
て
く
る
た
め
、
直
管
に
て
改
め
て
論
じ
た
い
。

②
封
禅
書
に
、
「
又
下
灘
日
、
古
弊
天
子
五
号
～
巡
狩
、
用
事
泰
山
。
諸
侯
有
朝

　
宿
地
。
丁
令
諸
侯
各
治
邸
泰
山
下
」
と
あ
り
、
ま
た
『
漢
書
』
武
帝
紀
に
、
又
元

　
封
二
年
）
秋
、
作
明
堂
愛
社
山
下
」
と
あ
る
。

③
冒
頭
の
門
下
五
年
修
論
」
（
糊
史
記
』
巻
十
二
孝
武
本
紀
同
じ
）
に
つ
い
て
、

　
魍
漢
書
㎞
郊
杷
志
は
「
及
是
歳
修
封
」
に
つ
く
る
。
い
ず
れ
も
元
封
五
年
の
こ
と

　
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

④
は
じ
め
に
注
①
前
掲
大
櫛
氏
論
文
門
前
漢
武
帝
の
行
幸
l
l
そ
の
基
礎
的
考
察

　
一
」
で
は
、
行
幸
先
の
泰
山
や
甘
泉
で
郡
国
悪
計
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

　
か
ら
、
行
幸
が
「
行
政
機
能
を
果
た
し
う
る
人
員
や
資
料
を
伴
っ
て
行
わ
れ
て
い

　
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
偏
と
す
る
。

⑤
第
三
章
注
⑱
前
掲
渡
辺
氏
論
文
参
照
。

⑥
　
小
南
一
郎
氏
は
、
後
世
に
み
る
「
京
師
」
が
国
の
中
央
部
に
位
置
す
る
「
み
や

　
こ
」
を
意
味
す
る
の
と
異
な
り
、
周
代
の
「
京
師
」
は
周
族
の
移
動
と
と
も
に
移

　
動
し
軍
事
的
な
最
前
線
に
置
か
れ
た
こ
と
を
論
じ
る
（
門
京
師
考
偏
罵
中
圃
古
代

　
都
市
の
形
成
』
平
成
九
年
度
～
十
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
　
巷
盤
研
究
A

　
（
二
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収
］
、
及
び
「
周
の
建
国
と
封
建
」

　
冠
古
代
王
権
の
誕
生
1
東
ア
ジ
ア
編
㎞
初
期
王
権
研
究
委
員
会
編
、
角
川
書
店
、

　
二
〇
〇
三
年
、
所
収
］
参
照
）
。
周
代
の
「
京
師
鈍
な
い
し
「
都
」
の
実
態
は
、

　
武
帝
の
三
拠
点
体
制
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
。

⑦
「
西
」
と
「
東
」
の
巡
幸
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
中
核
と
な
る
郊
祀
と
封
禅
の
儀

　
礼
も
ま
た
、
共
通
す
る
側
面
と
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
的
な
側
面
と
に
よ
っ
て
構
成
さ

　
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
論
じ
た
い
。

⑧
「
大
夫
日
、
飾
几
杖
、
脩
樽
組
、
為
賓
、
単
為
主
也
。
弦
耀
奇
怪
、
所
以
陳
四

　
夷
、
非
為
民
也
。
夫
家
人
有
客
、
丹
碧
侶
優
黒
変
之
楽
、
而
況
県
官
乎
。
故
列
羽

　
施
、
陳
戎
馬
、
所
以
示
威
武
、
奇
霊
珍
怪
、
所
以
示
懐
広
遠
、
明
盛
徳
、
遠
国
莫

　
不
歪
也
」
と
あ
る
。

⑨
武
帝
期
に
お
け
る
祭
肥
と
巡
幸
の
財
政
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
山
田
勝
芳
氏

　
「
前
漢
武
難
平
の
祭
祀
と
財
政
－
封
禅
書
と
平
準
書
1
」
（
『
東
北
大
学
教
養

　
部
紀
要
㎞
三
七
号
、
～
九
八
七
年
）
参
照
。

お
　
わ
　
り
　
に

前漢武帝の巡幸（目黒）

　
本
稿
の
最
初
に
提
示
し
た
問
題
に
答
え
を
出
し
て
お
こ
う
。
下
膨
は
、
伝
統
の
長
安
に
基
軸
を
置
き
つ
つ
、
新
た
な
拠
点
で
あ
る
泰
山
と
甘

泉
を
中
心
に
巡
幸
し
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
漢
の
皇
帝
に
よ
る
「
東
」
と
「
西
」
の
統
合
を
体
現
す
る
と
と
も
に
、
祭
儀
の
挙
行
を
通
じ
て
自

ら
の
「
功
徳
」
を
発
信
し
、
天
下
に
あ
ま
ね
く
そ
の
権
力
と
支
配
の
正
当
性
を
顕
示
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
祭
祀
の
重
視
を
打
ち
出
し
た
の
は
高
祖
で
あ
り
、
皇
帝
が
天
下
万
民
の
た
め
に
農
事
の
成
就
を
祈
願
な
い
し
感
謝
す
る
櫓
幕
を
は
じ
め
た
の

は
文
帝
で
あ
っ
た
が
、
郊
祀
な
ど
の
祭
儀
を
支
配
の
正
当
性
の
表
現
手
段
と
し
て
確
立
し
、
「
皇
帝
」
と
い
う
君
主
の
中
に
祭
儀
の
主
宰
者
と

し
て
の
側
面
を
固
着
さ
せ
た
の
は
聖
帝
で
あ
る
。
武
帝
が
そ
の
よ
う
な
「
皇
帝
」
像
を
構
築
す
る
上
で
素
材
と
な
っ
た
の
は
、
「
詩
書
古
文
」
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に
残
る
知
識
の
他
、
怪
し
げ
な
も
の
も
含
む
多
様
な
伝
承
、
あ
る
い
は
地
方
民
間
に
残
る
習
俗
な
ど
が
伝
え
る
上
古
以
来
の
帝
王
た
ち
の
有
り

様
で
あ
り
、
武
門
は
そ
う
し
た
多
様
な
帝
王
の
観
念
を
多
様
な
ま
ま
、
「
皇
帝
」
と
い
う
新
し
い
君
主
の
う
ち
に
包
摂
し
、
巡
幸
事
業
を
通
じ

て
そ
れ
を
自
ら
体
現
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
皇
帝
」
像
の
体
現
と
維
持
は
国
家
を
破
綻
寸
前
に
ま
で
追
い
つ
め
る
結
果
を
招
い
た
。

泰
山
、
甘
泉
、
長
安
を
巡
る
三
拠
点
体
制
は
武
帝
以
後
、
事
実
上
解
体
す
る
。

　
た
だ
武
豊
が
固
執
し
た
「
皇
帝
」
像
も
同
時
に
放
棄
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
宣
帝
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
形
を
変
え
、
さ
ら

に
前
漢
末
に
至
っ
て
再
定
義
を
こ
う
む
る
、
と
い
う
の
が
現
在
の
筆
者
の
見
通
し
で
あ
る
。
亡
帝
の
構
築
し
た
権
力
の
正
当
性
を
、
宣
帝
が
い

か
に
継
承
し
改
め
て
い
っ
た
の
か
、
祭
祀
を
視
角
と
し
て
論
じ
る
の
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
た
だ
本
稿
中
で
も
し
ば
し
ば
述
べ
た
よ
・
ρ
に
、

武
帝
期
巡
幸
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
ま
だ
多
く
の
問
題
が
残
っ
て
お
り
、
ま
た
推
測
を
重
ね
た
部
分
も
多
い
。
本
稿
を
終
え
る
に
当
た

っ
て
多
方
面
か
ら
の
こ
指
正
を
請
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
府
立
大
学
非
常
勤
講
師
）
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The　lmperial　Tou［rs　in　the　Reign　of　Wu－di　of　the　Westem　Han　Dynasty：

　　　　　　From　the　Viewpoint　of　Rituals　and　lmperial　Power

by

MEGURo　Kyoko

　　This　article　is　an　ana｝ysis　of　the　imperia｝　tours　by　Wu－di　of　the　Western

Han　dynasty　from　the　point　of　view　of　the　political　significance　of　worship

rites．

　　The　places　£oured　by　Wu－di　can　be　classified　into　two　regions，　i．　e，　an

eastern　region　aRd　a　western　one，　on　the　basis　of　a　line　iinking　a　series　of

barrier　stations．

　　’The　Rites　of　Feng　and　Shan（封禅）in　Taishan（泰山）were　the　ma圭n

event　of　the　imperial　tours　through　the　eastern　region．　Wu－di　performed

worship　rites　to　the　gods　of　the　famous　mountains　and　the　great　rivers　on

the　way　to　Talshan，　during　whlch　the　gods　bestowed　on　him　rare　and

curious　animals　in　reward　for　his　good　government　and　worship　rites．　He

displayed　these　animals　to　kis　subjects　in　the　Rites　of　FeRg　and　Shan　and

demonstrated　his　ability　of　commune　with　the　gods．

　　Inspecting　military　strongholds　that　confronted　the　Xiongnu（西門）and

performing　the　worship　Rites　to　Heaven　aRd　Earth（郊祀）comprised　the

main　activities　of　imperial　tours　through　the　western　region．　The　Yunyang

Ganquangong（雲陽甘泉宮）was　not　on玉y掛e　piace　where　Wu－di　performed

the　worship　rites　to　Heaven，　but　was　also　a　place　of　strategic　mi｝itary

importance．　The　purpose　of　the　worship　Rites　to　Heaven　and　Earth　was　to

pray　to　the　gods　for　tranquility，　rich　harvests，　and　victory　over　XioRgnu　by

the　HaB　Emplre．

　　Wu－di　established　Taishan　and　Yunyang　Ganquangong　as　new　bases　for

rule　over　the　empire　besides　the　traditional　capital，　Chang’an（長安）．　He

toured　these　three　bases　and　performed　these　worship　rites　and　political

rituals　there　unti｝　the　end　of　his　life　in　order　to　demonstrate　hls　power　aRd

ability　as　emperor　to　rule　over　the　empire．
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